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平安京における居焦と家族（京楽）

【
要
約
】
　
都
市
論
と
家
族
史
の
接
点
を
探
り
つ
つ
、
平
安
中
期
の
貴
族
の
居
住
を
分
析
す
る
。
平
安
京
と
い
う
都
市
に
お
け
る
貴
族
の
居
住
は
、
「
寄
書
」

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
「
寄
佐
」
と
は
、
所
有
権
の
な
い
邸
宅
に
即
時
的
に
往
む
「
仮
住
い
」
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
方
違
え
や
、
忌
み
を

避
け
て
他
人
の
家
に
宿
す
た
め
に
都
市
内
を
移
動
し
て
い
っ
た
。
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
害
住
を
行
う
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
の
居
住
は
安
定
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
に
よ
り
、
流
動
性
、
便
宜
性
が
平
安
貴
族
の
平
安
京
居
住
の
特
微
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
町
方
居
住
も

「
寄
住
」
の
概
念
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
妻
を
亡
く
し
た
男
性
は
、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
妻
方
の
邸
宅
を
去
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
、
彼
に
と
っ
て
妻
方
居
住
が
一
時
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
妻
方
居
住
は
、
「
仮
住
い
」
の
一
つ
の
選
択
肢
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
所
有

と
屠
住
の
不
一
致
か
ら
、
平
安
期
に
は
、
自
分
の
所
有
す
る
邸
宅
に
住
む
必
然
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
七
穴
巻
二
号
　
一
九
九
三
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

天
元
五
年
（
九
八
二
）
、
慶
滋
保
胤
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
池
亭
記
』
は
平
安
京
に
お
け
る
居
住
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

前
半
で
、

平
安
京
の
現
状
、
特
に
右
京
の
荒
廃
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
に
理
想
の
住
居
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
自
分
の
邸
宅
「
池
亭
」
を
得

る
ま
で
の
建
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

　
　
予
本
無
異
慮
。
寄
居
上
東
門
之
人
家
。
軍
士
損
益
。
不
要
永
住
。
縦
求
不
可
得
之
。
其
便
直
二
三
畝
千
萬
銭
乎
。
予
六
條
以
北
。
初
卜
荒
地
。
築
四
垣
開
　
　
3
9



　
　
一
門
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
こ
で
、
保
胤
は
長
く
自
分
の
住
居
を
持
た
ず
、
「
上
東
門
之
人
家
」
に
「
寄
居
」
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
保
胤
は
、
お
よ
そ

五
十
歳
。
記
中
に
「
予
出
有
青
草
之
抱
」
、
「
家
主
霊
感
在
柱
下
」
と
あ
る
よ
う
に
六
位
内
記
で
、
下
級
と
は
い
え
貴
族
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
ず
、
地
価
高
騰
を
理
由
に
墜
敷
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
貴
公
子
た
ち
が
典
雅
な
屋
敷
で
優
雅
に
暮
ら
す
と
い
う
、
絵
巻
に
描

か
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
、
平
安
京
の
貴
族
居
住
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
都
城
論
な
ど
多
彩
な
内
容
を
も
つ
平
城
京
都
市
論
に
比
し
て
遅
れ
て
い
た
平
安
京
球
質
論
は
今
、
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
都
城
の
復
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
み
な
ら
ず
、
穣
れ
や
孤
児
に
も
目
が
向
け
ら
れ
、
都
市
住
民
の
多
様
な
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
京
と
い
う
都
市
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
、
人
々
が
ど
の
様
に
住
ん
で
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
に
は
ま
だ
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
保
胤
の
「
害
居
」
に
つ
い

て
も
、
今
ま
で
の
分
析
か
ら
は
具
体
像
が
得
ら
れ
な
い
。

　
都
市
論
と
関
連
づ
け
る
視
点
は
な
い
も
の
の
、
従
来
、
貴
族
の
居
住
を
分
析
し
て
き
た
の
は
家
族
史
で
あ
っ
た
。
家
族
史
研
究
に
は
、
高
群

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
以
来
の
「
常
識
」
が
あ
る
。
古
代
に
お
け
る
婚
姻
は
、
男
性
の
妻
問
い
に
始
ま
り
、
や
が
て
謡
曲
居
住
を
す
る
「
招

婿
婚
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
子
供
は
母
方
で
育
て
ら
れ
る
。
男
子
は
結
婚
し
て
妻
方
に
移
動
す
る
ま
で
母
方
に
居
住
し
、
女
子
は

そ
こ
で
婿
を
迎
え
る
。
時
に
は
、
妻
方
居
住
の
後
、
新
た
な
邸
宅
に
移
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
新
所
居
住
と
い
う
。
こ
う
し
た
新
所
居
住
は
、

晩
方
提
供
の
宅
で
行
う
こ
と
も
あ
る
が
、
夫
婦
が
夫
方
家
族
と
同
居
す
る
こ
と
は
な
い
。
即
ち
、
古
代
の
家
族
居
往
は
身
方
居
住
が
基
本
で
あ

り
、
男
性
に
と
っ
て
、
共
に
居
住
す
る
妻
方
と
の
関
係
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
中
世
に
は
い
る
と
結
婚
当
初
か
ら
両
方
居
住
を
す
る

よ
う
に
な
る
。
嫁
取
婚
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
母
系
（
ま
た
は
雨
蓋
）
の
親
族
構
造
が
父
系
制
に
移
行
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
常
識
」
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
平
安
中
期
、
既
に
父
子
関
係
は
強
固
で
あ
り
、
男
性
に
と
っ
て
、
妻
方

よ
り
も
父
方
と
の
つ
な
が
り
の
方
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
特
に
官
職
の
父
系
継
承
や
故
実
の
伝
授
と
い
っ
た
貴
族
の
公
的
場
面
で
多
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⑧

く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
安
中
期
、
貴
族
の
親
族
構
造
は
父
系
重
視
に
な
っ
て
い
る
。
双
方
的
で
不
安
定
な
親
族
集
団
が
父
系
で
永
続
し
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
の
が
こ
の
時
期
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
父
系
糊
へ
と
既
に
傾
き
始
め
て
い
る
平
安
中
期
に
貴
族
は
な
ぜ
話
方
居
住
を
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
家
族
史
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
き
た
。
関
口
裕
子
氏
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。
古
代
の
家
族
は
、
所

有
・
経
営
を
単
位
と
す
る
本
質
的
家
族
と
共
食
・
欝
乎
集
団
と
し
て
の
具
体
的
家
族
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
。
こ
の
二
側
面
が
一
致
し
な
い

の
が
古
代
家
族
の
特
色
な
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
見
解
を
本
稿
の
問
題
関
心
に
そ
っ
て
言
い
替
え
る
と
、
本
質
的
家
族
に
お
い
て
は
父
系
に
傾

い
た
平
安
中
期
の
貴
族
社
会
で
も
、
具
体
的
家
族
に
お
い
て
は
妻
方
居
住
を
な
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
古
代
家
族
を
二
側
面
に
分
け
る
関
口
説
は
け
だ
し
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
で
は
分
析
視
角
と
し
て
は
正
し
く
て
も
、
ど
こ

ま
で
当
該
期
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
な
ぜ
、
古
代
家
族
は
二
側
面
に
分
離
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
中
期
の
父

系
社
会
で
の
妻
方
居
住
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期
の
一
つ
の
形
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
関
口
説
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
は
答

え
て
く
れ
な
い
。
平
安
中
期
の
家
族
居
住
を
積
極
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
父
系
重
視
社
会
に
お
け
る
居
住
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
妻
子

居
住
を
す
る
意
義
を
新
た
に
説
明
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
試
み
に
、
藤
原
行
成
の
居
住
を
彼
の
日
記
『
権
記
』
を
典
拠
と
し
て
追
っ
て
み
よ
う
（
表
1
）
。
『
権
記
』
は
逸
文
を
含
め
て
正
暦
二
年
（
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

｛
）
か
ら
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
ま
で
記
事
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
行
成
は
「
三
条
宅
」
を
本
宅
と
し
な
が
ら
も
、
様
々
な
人
々
の
邸
宅

へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
方
違
」
が
理
由
で
あ
っ
た
り
、
「
寄
住
」
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
す
る
。
期
間
も
一
晩
の
「
宿
」

か
ら
数
β
問
に
及
ぶ
も
の
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
時
点
か
ら
「
帰
三
条
」
の
記
述
が
見
え
な
く
な
り
、
「
帰
中
御
門
宅
」
の
記
事
が
出
て
く

る
。
こ
れ
は
、
彼
の
本
宅
が
「
三
条
宅
」
か
ら
「
中
御
門
宅
」
へ
移
動
し
た
事
を
示
す
。
行
成
は
こ
の
二
十
年
間
一
所
に
固
定
し
た
居
住
は
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
貴
族
は
、
一
つ
の
邸
宅
を
「
自
宅
」
と
し
て
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
「
方
違
」
と
い
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＜表1＞　『権記』に見える藤原行成の居住

翻1 年　月　日 吉　　所 ”
跨

β 考

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
工
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1
2
3
4
P
O
〃
U
7

4
帝
4
4
4
4
4
・
4

正暦4（993）・1・15
長徳1　（995）　・　8・29

　　3　（997）　・　12　・　13

　　4　（998）　・　10　・　18

　　　　　　　10　・　19

　　　　　　　11・　3

　　　　　　　11・　6

　　　　　　　11　・　16

長保1（999）・7・14

　　　　　　　7・15

三条宅

三条宅

源成信宅

諺文宅

橘道貞引

照道貞二条宅

橘道貞二条宅

三条宅

藤原安隆宅

藤原安隆宅

　　　　　9・11　i観修車宿
　　　　10・16｝平親信宅

　　　　ll：，1隠隠縫

2（1000）・2・7i離網綱
　　　　　5・23i世嚇
　　　　　7・2　　三条宅
　　　　10・30　　藤原成房宅
　　　　11・10　i□朝臣二条宅
　　　　12・21i平親信宅

「到」

漏」

「宿」・方違

「宿」・三条宅で子供死亡のため

「綱開」

「寄住」

漏」
「帰」

「借」・三条宅の垣を築くため

「到」・「今日以後楚可住也」

　　　　12　・　22
3　（leOl）　・　1　・　19

　　　　　2・15
　　　　　2・22

　　　　　3・10

　　　　　5・13

　　　　　6・11

　　　　　6・14

　　　　　6・15

　　　　　7・14

　　　　　8・　1

　　　　　S・22

　　　　12・　6

　　　閏12・16
　　　閏12・29
4（IOe2）・　1・　1

　　　　　1・10

　　　　　2・15

　　　　　6・11

　　　　　6・12

　　　　　7・28

　　　　　9・16

　　　　　9・23

　　　　10・10
　　　　19．　・　21

5　（1003）　・　1　・　10

　　　　　2・11

飯室

平文佐不

具平親王六条宮

堀川辺

撚尊寺

世尊春

世尊寺

世尊寺

世尊寺

世尊寺

三王宅

藤原成房宅

療尊寺

光歩家

世尊寺

三条蟻

蜂僑宅

橘惟弘宅

橘惟弘宅

藤原挙直宅

安倍信行宅

脳髄仁

桃園

三条宅

三条宅

世尊寺

石井

陥」・方違

「宿」・「帰忌印

「宿」魯翌目奉幣のため

「渡」・奉幣のため

「浴」・奉幣のため

「到」

「向」

陥」
「率」・i奉幣のため

方違・翌日飯室へ

「宿」

「宿」・翌日物忌

「詣」・方違

「赴」・「宿」

「宿」

潴」
「詣」

「帰」

「帰」・三三条宅から

「宿」

「到」・内裏より

「宿」

「詣」

ギ移」・但し，岡El「帰」

「宿」

「帰」

「移」

f宿」・「明B為渡ヨ条違方也」

方違

方違

方違
「宿」

陥」

渡殿から寝殿へ

西園へ
「宿」

方違

42　（188）



平安京における居住と家族（京楽）

8
Q
V
G

4
4
5

6・3　　尚侍殿・藤原則友家

6・12　　飯室

7・8　　桃園

「詣」・「宿」・方違・途中で移動

「宿」

「出」・「物忌」

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

3
4
7
4
1
1
8
0
2
5

1
　
　
　
1
　
2
　

1
1
1

7
8
8
8
9
9
2
2
4
4

　
　
　
　
　
　
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
k

　
　
　
　
　
　
　
　
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
寛

桃園

世尊寺

三條宅

世尊寺

佐伯公行四條宅

三條堀川辺

橘忠範宅

堀河辺

藤原知光宅

藤原知光宅

「宿」・「物忌」

「至」・「物忌」

「帰」

吻忌」

「劉
「宿」

「至」・鴨院犯土のため
「帰」

「向」・「明日着座・以官為当吉方也」

「宿」・「昨今蒼座以後物忌也」

61 4・16 延源君車宿 方違

62 7・20 堀川辺・中御門宅 「帰家」・「渡」

63 7・23 中御門宅 「帰」

64 8・王6 為理宅 「宿」

65 8・17 慶円僧都房 「借」・「宿」

66 閏g・14 大威儀師車宿 方違

67 10・8 石井 「浴」

68 10・15 源政職宅 r職工宿」

69 10・28 実圏宅 「沐浴」・翌日

70 11・14 阿倍信行宅 「浴」・当日大

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

2（leO5）・　2・　5

　　　　11・　2
3　（leO6）　・　1　・　15

　　　　　8・　5
4　（10e7）　・　2　・　28

　　　　　7・16
　　　　12　・　19

　　　　12　・　23

5（1008）・　2・　8

　　　　　5・15

仁城宅

五師修出島

仁城土

世尊寺

仁城宅

中御門宅

越後前司四娠宅

越後前司宅

平重義五條宅
世尊寺

「宿」　り春匡董言旨

「宿」・石i⊥i言旨

「宿」・春日藷

「宿」

「宿」・春日言旨

「帰」・「宿」

方違・翌日参内
「宿」・「日者為避方忌」・「今日帰！

方違

方違

1
9
臼
Q
u
4
「
ひ

8
8
8
8
Ω
U

　　　　　7。28　　平玉髄二義三三｛傑宅

6（1009）・1・9　　源出職宅

　　　　　8・22　世尊寺
　　　　　　　　　阿倍信行瞬條宅8　（lell）　・　8　・　14

　　　　・2・1・1世尊寺

1方違・翌日参内

、「浴」・翌日参内

1藻訟、

1「帰」

《備考》

1：内裏での宿直は雀いた。また，単に「帰籍」・「帰宅」とする記事も省略した。

2：邸宅の名称は必ずしも史料の引用ではない。

3：行成の行動がわかるように，備考欄に「」で史料を引用した。方違えの場合，翌日の行

き先のわかるものも備考に載せた。

4：「宿」と明記していなくても，前後の史料から宿したと判断できるものは採録した。ま

た，宿していなくても「浴」に利用した場合は採録した。
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つ
た
一
時
的
な
「
宿
」
を
居
住
と
考
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
貴
族
た
ち
が
、
こ
う
し
た
一
時

的
、
臨
時
的
な
「
宿
」
を
も
含
め
て
、
平
安
京
の
中
を
か
な
り
頻
繁
に
移
動
し
て
い
た
こ
と
に
注
嘉
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
、
後
代
の
公
家
の
居
住
と
比
較
し
て
み
れ
ぼ
そ
の
差
は
一
昌
瞭
然
で
あ
る
。
『
建
内
記
』
に
よ
っ
て
筆
者
万
里
小
路
時
房
の
正
長
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年
（
一
四
二
八
）
の
居
住
を
見
て
み
る
と
、
他
家
へ
移
動
し
た
の
は
、
正
月
十
二
日
の
方
違
え
の
時
の
み
で
、
逆
に
他
の
公
家
が
彼
の
宅
へ
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
は
、
十
月
十
九
日
、
大
炊
御
門
信
経
が
「
来
宿
」
し
た
の
み
で
あ
る
。
室
町
期
に
な
る
と
、
公
家
は
都
市
内
を
移
動
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
差
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
う
一
度
、
『
池
亭
記
』
に
戻
ろ
う
。
筆
墨
慶
滋
保
胤
は
、
自
分
が
平
安
京
と
い
う
都
市
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
平
安

京
は
天
皇
・
貴
族
か
ら
庶
民
ま
で
が
生
活
す
る
大
都
市
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
間
で
い
か
に
貴
族
た
ち
は
居
住
し
た
の
か
。
そ
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
表
1
で
示
し
た
よ
う
に
、
藤
原
行
成
の
住
居
移
動
は
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
　
一
つ
は
、
「
方
違
」
、
鳳
蝶
住
」
と
い
っ
た
一
時
的
な
他

家
へ
の
居
住
。
も
う
一
つ
は
、
門
三
条
宅
」
か
ら
「
中
御
門
宅
」
へ
本
宅
を
移
動
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
家
族
居
住
の
変
化
。
日
記
を
残
し
た
平

安
貴
族
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
居
住
の
変
化
が
明
確
に
わ
か
る
人
物
は
他
に
は
い
な
い
。
そ
こ
で
以
下
の
分
析
は
、
お
の
ず
と
行
成
を
中
心
と
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
方
違
え
、
寄
住
を
、
第
二
章
で
は
家
族
居
住
を
取
り
上
げ
、
第
三
章
で
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
う
し
た
方
法
は
、
「
女
性
史
」
の
視
点
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
た
家
族
史
研
究
の
方
法
か
ら
は
か
な
り
慮
り
道
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
も
は
や
「
家
族
」
・
「
女
性
偏
の
視
点
か
ら
の
分
析
だ
け
で
は
家
族
史
研
究
は
新
た
な
地
平
を
開
け
な
い
。
一
方
、
都
市
部
研
究
に
お
い
て

も
、
都
市
型
居
住
を
考
え
る
際
に
は
、
家
族
居
住
の
分
析
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
。
今
こ
そ
、
両
者
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

本
稿
の
視
角
は
両
岩
に
と
も
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。

①
　
角
田
文
衛
「
慶
滋
一
保
胤
の
池
　
學
」
（
『
亙
朝
の
映
像
桜
、
申
艶
態
党
出
版
、
　
一
九
七

〇
年
）
、
柳
井
滋
「
保
胤
と
『
池
亭
記
隔
」
（
『
醜
語
と
岡
文
学
』
面
識
…
工
、
一
九

八
一
年
）
、
深
沢
徹
「
都
市
へ
の
ま
な
ざ
し
（
二
）
一
噌
池
亭
記
駈
異
論
一
八
（
『
臼

木
文
学
』
三
八
、
一
九
八
九
年
）
、
井
上
満
郎
『
京
都
　
よ
み
が
え
る
古
代
』
（
ミ
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平安京における居住と家族（京楽）

　
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

②
こ
の
「
寄
居
」
と
い
う
言
葉
を
、
柳
井
氏
は
、
一
族
の
地
で
の
居
住
（
賀
茂
、

　
慶
滋
茂
の
一
族
の
集
住
を
想
定
し
て
い
る
）
か
、
ま
た
は
妻
方
屠
住
を
指
す
も
の

　
と
考
え
て
い
る
（
註
①
論
文
）
。
ま
た
、
井
上
氏
は
、
「
借
家
」
し
て
い
た
と
し
て

　
い
る
（
註
①
論
文
）
。

③
「
池
亭
」
の
購
入
に
際
し
て
は
、
慶
滋
保
胤
の
門
下
に
い
た
具
平
親
王
の
経
済

　
的
援
助
を
想
定
す
る
説
が
あ
る
。
角
田
文
衛
前
掲
論
文
は
、
具
平
親
王
宅
の
近
辺

　
の
土
地
を
購
入
す
る
際
に
親
王
か
ら
金
銭
援
幼
を
受
け
た
と
す
る
。
大
曾
根
章
介

　
「
『
池
亭
記
隔
論
」
（
山
岸
徳
平
編
『
日
本
漢
文
学
論
考
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
七

　
四
年
）
は
、
具
平
親
玉
邸
で
あ
る
千
種
殿
の
一
隅
を
譲
り
受
け
て
池
亭
を
設
け
た

　
と
し
て
い
る
。

④
　
鬼
頭
清
明
『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
）
、

　
岸
俊
男
『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
（
岩
波
全
店
、
～
九
八
八
年
）
、
狩
野
久
『
日

　
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
…
九
九
〇
年
）
な
ど
。

⑤
鬼
頭
濤
明
「
初
期
平
安
京
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
闘
立
歴
史
属
俗
献
物
館
研

　
究
報
出
口
』
二
、
～
九
八
三
年
）
、
西
山
良
平
「
〈
王
朝
都
市
〉
の
動
物
誌
」
（
『
京
都

　
市
立
芸
術
大
学
美
術
学
部
研
究
紀
要
隠
三
四
、
　
一
九
九
〇
年
）
、
「
〈
王
朝
都
市
〉

　
の
病
者
と
孤
児
」
（
上
隈
正
昭
編
『
古
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
賑
、
小
学
館
、
～
九

　
九
一
年
）
、
高
橋
昌
明
「
よ
ご
れ
の
京
都
・
御
霊
会
・
武
士
－
続
・
酒
呑
童
子
説

　
話
の
成
立
一
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
隠
一
九
九
、
一
九
九
〇
年
）
、
特
集

　
「
平
安
蒐
の
晴
空
間
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
脚
四
暑
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

⑥
　
建
築
史
学
の
立
場
で
、
貴
族
邸
宅
の
所
在
地
、
屡
住
者
に
つ
い
て
ふ
れ
る
も
の

　
も
あ
り
、
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
』
（
丁
寧
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
は
そ

　
の
集
大
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
築
史
は
、
建
築
構
造
の
解
明
に
主
眼
が
あ
る
た

　
め
、
各
邸
宅
の
居
住
者
を
個
別
に
分
析
す
る
が
、
平
安
京
全
体
を
見
通
し
た
貴
族

　
居
住
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

⑦
　
『
高
群
逸
枝
全
集
隔
三
・
四
、
（
理
論
社
、
一
九
六
六
年
）
。

⑧
拙
稿
「
平
安
貴
族
の
居
住
形
態
」
（
『
比
較
家
族
史
研
究
』
四
、
一
九
八
九
年
）
。

⑨
拙
駄
稿
「
平
安
時
代
の
「
家
」
と
寺
…
藤
原
氏
の
極
楽
寺
・
勧
修
寺
を
中
心
と
し

　
♂
匁
…
」
（
『
日
太
一
史
研
麗
九
』
一
二
四
工
ハ
、
　
一
九
九
一
知
ヰ
）
。

⑩
関
口
「
古
代
家
族
と
婚
姻
形
態
」
（
『
講
座
臼
木
歴
史
』
二
、
東
京
大
学
出
版

　
会
、
一
九
八
四
年
忌
。

⑪
　
行
成
の
居
住
は
他
の
史
料
に
も
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
属
怯
の
大
ま
か

　
な
傾
向
を
知
る
た
め
に
『
叢
記
』
の
み
を
扱
う
。
但
し
、
単
に
「
帰
家
」
と
い
う

　
記
譲
、
内
裏
に
宿
し
た
記
事
は
省
略
し
た
。

⑫
こ
れ
は
、
行
成
二
十
三
歳
、
正
五
位
下
備
後
権
介
か
ら
、
四
十
六
歳
、
正
二
位

　
中
納
言
の
時
期
に
あ
た
る
（
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
）
。

⑬
　
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
年
）
以
前
の
い
ま
だ
荒
廃
し
て
い
な
い
京
都
に
居
住
し

　
た
公
家
の
日
記
で
、
豊
富
な
記
事
が
現
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
『
建
内
記
隔
を

　
取
り
上
げ
る
。
富
者
万
里
小
路
時
房
は
、
こ
の
悪
霊
十
五
歳
、
従
工
位
権
大
納
言

　
で
あ
る
。

⑭
　
こ
れ
は
節
分
の
方
違
え
で
あ
る
。
こ
の
時
、
時
房
は
暦
博
士
勘
解
由
小
路
在
方

　
の
指
示
に
従
っ
て
南
隣
の
圏
綺
範
景
宅
に
移
動
し
て
い
る
。
平
安
期
の
方
違
え
と

　
は
異
な
り
、
移
動
距
離
が
短
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
の
他
、
『
建
内
記
隠
に

　
は
、
文
安
四
年
（
～
四
四
七
）
正
月
十
二
巳
に
も
節
分
方
違
え
が
出
て
く
る
。
こ

の
時
は
藻
更
吟
歩
書
聖
1
5
辺
、
當
募
察
輸
鶏
」
と
い
う
過
ご
し
方
を

　
し
て
い
る
。

⑮
コ
単
願
閑
話
忘
世
事
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
の
「
来
宿
」
は
特
に
目
的
を

　
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
閣
章
　
寄
住
－
平
安
貴
族
の
居
住
形
態
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第
一
節
方
違
え
の
作
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
平
安
貴
族
の
他
家
移
動
の
第
一
の
要
因
は
「
方
違
扁
で
あ
る
。
平
安
期
の
記
録
・
文
学
に
よ
く
出
て
来
る
「
方
違
」
、
「
方
忌
」
、
「
方
塞
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
っ
た
方
角
禁
忌
は
、
『
配
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
四
月
十
八
日
条
を
初
見
と
す
る
が
、
記
録
類
に
頻
出
す
る
の
は
十
世
紀
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
⑤

　
方
違
え
研
究
は
、
国
文
学
、
文
献
史
学
、
建
築
史
学
の
各
方
面
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
は
、
方
角
禁
忌
の
種
類
と
内
容
、

即
ち
、
方
違
え
を
引
き
起
こ
す
神
の
名
と
忌
み
の
方
法
の
詳
細
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
平
安
中
期
は
、
天
一
神
、
太
白
神
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
短
期
間
の
禁
忌
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
院
政
期
に
入
っ
て
、
金
神
の
方
違
え
、
四
十
五
β
方
違
え
、
十
五
日
方
違
え
と
い
っ

た
長
期
の
禁
忌
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
混
乱
状
況
を
呈
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
方
違
え
を
短
期
間
で
終
わ
ら
せ
る

た
め
の
方
便
が
考
え
出
さ
れ
た
。
例
え
ば
四
十
五
日
方
違
え
の
場
合
、
本
来
は
「
本
所
」
で
あ
る
自
宅
か
ら
方
違
え
先
で
あ
る
「
旅
所
」
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
け
、
四
十
五
日
闇
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
霞
宅
を
「
旅
所
」
と
し
、
「
本
所
」
を
富
家
に
し
て
お
く
と
、
四
十
五
日
間
は
「
旅
所
」
1
1
自

宅
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
、
一
日
だ
け
「
本
所
偏
1
1
某
家
に
行
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
方
違
え
は
実
態
と
し
て
次
第
に
廃
れ
て
い

き
、
鎌
倉
期
以
降
は
、
節
分
の
方
違
え
な
ど
年
中
行
茎
的
な
も
の
だ
け
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
平
安
中
期

は
、
方
違
え
が
最
も
盛
ん
な
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
従
来
の
方
違
え
研
究
は
、
先
に
簡
単
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
方
角
禁
忌
の
種
類
と
方
法
の
解
明
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の

よ
う
に
方
違
え
を
居
住
の
一
形
態
と
考
え
る
場
合
、
方
違
え
先
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
藤
原
道
長
の
場
合
、
所
有
し
て
い
た
自
宅
の
一
つ
に
方
違
え
に
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
院
政
期
の
例
で
あ
る
が
、
『
永
昌
記
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

筆
者
藤
原
為
隆
は
方
違
え
と
な
る
と
「
七
条
宅
」
へ
移
動
し
た
。
こ
れ
が
彼
の
所
有
す
る
邸
宅
で
あ
る
こ
と
は
「
七
条
宅
」
を
修
理
し
て
い
る
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⑨

こ
と
か
ら
わ
か
る
。
複
数
の
邸
宅
を
所
有
す
る
裕
福
な
貴
族
の
場
合
、
こ
の
様
に
対
処
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
自
邸
を

一
つ
し
か
持
た
な
い
大
部
分
の
貴
族
た
ち
は
、
他
家
に
移
動
先
を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
ど
う
い
つ
だ
基
準
で
方
違
え
先
を
選

定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
は
じ
め
に
」
表
1
で
み
た
よ
う
に
、
藤
原
行
成
も
よ
く
他
家
へ
方
違
え
に
行
っ
て
い
る
。
本
来
方
違
え
の
場
合
、
そ
の
忌
み
を
避
け
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
方
角
の
家
が
選
ば
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
十
一
月
十
日
の
二
条
宅
、
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
七

月
二
十
八
日
の
安
倍
信
行
宅
の
場
合
な
ど
は
、
翌
日
の
行
き
先
に
ふ
さ
わ
し
い
方
角
に
位
榿
す
る
家
が
選
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
ふ
だ
ん
行
き
来
の
あ
る
人
物
の
家
を
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
藤
原
忠
平
は
、
息
子
師
輔
の
家
へ
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

分
の
方
違
え
に
行
っ
て
い
る
。
行
成
の
場
合
、
橘
惟
弘
宅
へ
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
二
月
十
五
臼
、
同
年
六
月
十
一
日
に
方
忌
み
に
行
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
、
こ
の
他
、
長
保
二
年
二
月
七
日
に
は
「
浴
」
し
に
行
っ
て
い
る
。
惟
弘
は
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
三
月
二
日
、
同
四
年
五
月
十
七
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

行
成
の
使
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
成
の
家
司
で
あ
ろ
う
。
方
違
え
先
の
一
つ
に
家
司
宅
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
そ
の
他
、
あ
る
宅
を
「
方
違
所
」
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
先
述
し
た
、
藤
原
為
隆
の
「
七
条
宅
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
『
栄

華
物
語
』
巻
四
で
、
藤
原
道
端
は
、
御
漏
前
司
相
如
の
中
川
家
を
「
方
違
所
」
と
し
て
い
る
。
相
如
は
道
兼
が
出
世
す
る
前
か
ら
見
込
ん
で
接

近
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
相
器
は
、
な
ん
ら
か
の
見
返
り
を
期
待
し
て
道
兼
に
自
邸
を
提
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
物
語
で
あ
る
が

『
源
氏
物
語
』
東
屋
で
、
浮
舟
は
方
違
え
所
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
「
三
条
わ
た
り
扁
の
小
屋
に
移
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
邸

宅
で
全
て
の
方
違
え
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
方
違
え
先
と
し
て
鷺
常
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
そ
こ
を
「
方
違

所
」
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
で
は
、
ふ
さ
わ
し
い
方
違
え
場
所
が
家
司
宅
、
知
入
宅
な
ど
ふ
だ
ん
交
流
の
あ
る
と
こ
ろ
に
な
か
っ
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。
記
録
か
ら

こ
う
し
た
事
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
物
語
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
『
源
概
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
は
方
違
え
の
た

め
に
従
来
直
接
の
交
友
関
係
が
全
く
な
か
っ
た
人
物
の
家
へ
行
っ
て
い
る
。
受
け
入
れ
先
は
、
光
源
氏
の
妻
葵
の
上
の
父
「
左
大
臣
扁
に
親
し
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⑮

い
「
紀
伊
の
守
」
で
あ
る
。
固
辞
し
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
受
け
入
れ
先
は
、
大
慌
て
で
対
応
し
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
帯
木
（
開
融
本
を
底
本
と
す
る
『
新
潮
農
本
古
典
集
成
』
を
使
用
）

　
　
　
「
紀
伊
の
守
に
て
親
し
く
つ
か
う
ま
つ
る
人
の
、
中
川
の
わ
た
り
な
る
家
な
む
、
こ
の
こ
ろ
申
せ
き
入
れ
て
、
涼
し
き
か
げ
に
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。
（
中

　
　
略
）
紀
伊
の
守
に
仰
せ
言
賜
へ
ば
、
う
け
た
ま
は
り
な
が
ら
、
し
り
ぞ
き
て
、
「
伊
予
の
守
の
朝
臣
の
家
に
つ
つ
し
む
こ
と
は
べ
り
て
、
女
房
な
む
ま
か

　
　
り
移
れ
る
こ
ろ
に
て
、
狭
き
所
に
は
べ
れ
ば
、
な
め
げ
な
る
こ
と
や
は
べ
ら
む
」
と
下
に
嘆
く
を
（
中
略
）
「
に
は
か
に
」
と
わ
ぶ
れ
ど
、
人
も
聞
き
入

　
　
れ
ず
。
寝
殿
の
東
面
払
ひ
あ
け
さ
せ
て
、
か
り
そ
め
の
御
し
つ
ら
ひ
し
た
り
。
（
中
略
）
主
人
も
さ
か
な
求
む
と
、
こ
ゆ
る
ぎ
の
急
ぎ
あ
り
く
ほ
ど
、
君

　
　
は
の
ど
や
か
に
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
か
の
中
の
品
に
取
り
出
で
て
雷
ひ
し
、
こ
の
な
み
な
ら
む
か
し
と
お
ぼ
し
い
つ
。

　
無
論
こ
れ
は
「
物
語
」
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
特
に
こ
の
場
面
は
、
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
後
、
受
領
層
の
女
性
に
興
味
を
抱

い
た
光
源
氏
が
、
入
妻
空
蝉
に
出
会
う
と
い
う
重
要
な
出
来
事
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
単
純
に
事
実
の
反
映
と
解
釈
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
、
権
力
者
が
そ
の
権
力
を
か
さ
に
き
て
、
方
違
え
を
強
行
す
る
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
て
方
違
え
先
は
選
定
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
行
成
は
家
司
宅
な
ど
を
利
用

し
て
い
る
。
行
成
に
は
他
に
も
方
違
え
を
し
た
宅
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
自
分
よ
り
同
輩
か
、
官
位
が
下
の
老
で
あ
る
。
道
長
の
場
合
、
目
上

の
来
航
者
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
（
「
○
〇
四
）
囚
月
二
十
四
日
半
を
敦
道
親
王
が
道
長
着
に
や
っ
て
き
た
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る

だ
け
で
、
自
分
よ
り
上
位
者
の
家
に
は
方
違
え
に
行
か
な
い
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
か
に
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

三
位
参
議
（
寛
弘
光
年
）
の
行
成
が
正
二
位
左
大
臣
の
道
安
宅
へ
方
違
え
を
す
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
れ
は
、
方
違
え
を
受
け
入
れ
た
先
が
接
待
を
行
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
『
枕
草
子
』
に
は
、
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」

と
し
て
、
方
違
え
に
行
っ
た
先
が
も
て
な
し
を
し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　
『
枕
草
子
』
二
十
二
段
（
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
を
使
期
。
以
下
同
じ
。
）
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す
さ
ま
じ
き
物
。
ひ
る
ほ
ゆ
る
犬
、
春
の
網
代
。
（
中
略
）
方
違
へ
に
い
き
た
る
に
、
あ
る
じ
せ
ぬ
所
。
ま
い
て
節
分
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
。

　
先
に
示
し
た
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
受
け
入
れ
先
は
光
源
氏
を
も
て
な
ざ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
邸
宅
の
寝
殿
の
東
面
の
調
度
を
払
い
、
光
源
氏

の
た
め
に
仮
の
し
つ
ら
い
を
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
寝
殿
は
、
主
人
で
あ
る
「
紀
伊
の
守
漏
の
普
段
の
生
活
の
場
で
あ
ろ
う
。
聞
常
生
活
の
細

々
と
し
た
品
を
片
付
け
、
天
皇
の
患
子
で
あ
る
光
源
氏
の
格
に
ふ
さ
わ
し
い
調
度
を
並
べ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
ゆ
っ
た
り
と
庭
園
を
眺
め

て
い
る
間
、
主
人
は
自
ら
食
事
の
用
意
に
走
り
回
っ
て
い
る
。
光
源
氏
一
入
で
は
な
く
、
そ
の
供
の
食
事
ま
で
調
え
る
に
は
、
か
な
り
の
出
費

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
方
違
え
の
受
け
入
れ
先
は
、
経
済
的
負
担
を
も
負
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
方
違
え
先
に
は
、
家
司
の

宅
が
多
く
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
方
違
え
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
方
違
え
は
一
時
的
、
薄
墨
的
な
居
住
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
方
違
え
先

の
選
定
に
は
、
交
友
関
係
、
主
従
関
係
が
明
確
に
反
映
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
方
違
え
は
、
単
な
る
方
角
禁
忌
の
信
仰
で
も
儀
式
で
も
な
く
、

人
間
関
係
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
平
安
貴
族
た
ち
は
、
自
己
の
人
脈
を
も
と
に
選
定
し
た
方
違
え
先
を
目
指
し
て
都
市
の
中
を
移
動
し
て
い

　
⑱つ

た
。
こ
う
し
た
平
安
貴
族
の
行
動
は
、
方
角
禁
忌
と
い
う
文
化
が
生
ん
だ
一
つ
の
居
住
形
態
と
い
え
よ
う
。

安京における居岱匿と家族（京楽）

　
第
二
節
　
寄
住
・
寄
篠
・
審
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
平
安
中
期
の
居
住
形
態
の
一
つ
に
、
『
池
亭
記
』
に
も
見
え
た
「
寄
居
」
、
同
様
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
愛
住
」
が
あ
る
。

　
『
権
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
一
月
三
日
条

　
　
日
者
寄
住
道
貞
朝
眠
二
条
宅
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
十
月
十
八
日
に
本
宅
で
あ
る
三
条
宅
で
男
子
が
死
亡
し
た
た
め
、
行
成
は
そ
の
礒
れ
を
避
け
、
橘
道
貞
宅
に
「
寄
住
」
し
て
い
る
。
橘
道
貞

は
行
成
の
家
司
で
は
な
く
、
昌
子
内
親
王
の
宮
司
で
あ
っ
た
（
『
無
記
』
長
保
元
年
十
二
月
五
日
条
）
。
内
親
王
は
冷
泉
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
冷
泉

帝
女
御
懐
子
が
行
成
の
父
方
叔
母
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
行
成
と
道
貞
も
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
道
貞
宅
に
は
、
藤
原
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皇
①

天村上

攣丁｛好

　　花山天皇
　　　　＠

家
　
　
　
長

．
H
補

　
　
　
　
詮
　
　
皇

　
　
　
　
｝
T
紙
⑤

円融天皇

　＠

r尊卑分脈』をもとに作成した。①～⑤は，天皇即位の順番。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

頼
通
も
病
気
の
際
に
移
動
し
て
お
り
、
道
貞
は
道
長
・
頼
通
の
家
司
の
可
能
性
も
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
成
と
道
長
の
良
好
な
関
係
か
ら
道
貞
宅
を
利
用
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
寄
住
」
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
右
大
弁
行
成
が
、
内
裏
で
の
結
政
終
了
後
、

道
貞
宅
で
史
・
弁
・
強
暴
ら
と
饗
を
行
い
、
禄
を
与
え
る
と
い
う
一
種
の
「
公
」
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
従
兄
弟
の
成
房
も
行
成
を
訪
ね
、
同
宿

　
　
　
⑳

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
に
行
成
が
道
貞
に
「
宿
を
借
り
た
」
の
で
は
な
く
、
行
成

滞
在
中
は
橘
道
貞
宅
が
行
成
宅
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
「
寄
住
」
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
的
な
「
宿
」
で
は
な
く
、
一
つ
の
居
住
形
態
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
、
平
安
期
の
貴
族
は
、
忌
み
な
ど
を
理
由
に
他
家
へ
一
定
期
間
「
寄

住
」
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ふ
だ
ん
居
住
し
て
い
な
い
邸
宅
に
臨
時
に
居
住

す
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
に
は
見
え
な
い
が
、
第
一
節
で
示

し
た
四
十
五
日
方
違
え
、
十
五
日
方
違
え
な
ど
長
期
に
わ
た
る
方
違
え
を
行
っ
た
場

合
も
、
「
寄
住
」
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
「
寄
船
」
を
引
き
起
こ
す
の
は
一
時
的
な
忌
み
ば
か
り
で
は
な
い
。
よ

り
長
期
の
住
ま
い
を
「
寄
住
」
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
藤
原
行
成
の
母
方
祖
父
、
源

保
光
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
行
成
は
、
早
く
に
父
を
失
っ
て
い
る
。
父
藤
原
義
孝
は
天
延
二
年
（
九
七
四
）
、
彼

が
三
歳
の
時
、
病
で
軍
記
賢
と
同
日
に
死
亡
し
て
い
る
。
挙
賢
が
正
五
位
下
左
少
将
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二
十
二
歳
、
義
孝
が
従
五
位
下
々
少
将
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。
祖
父
伊
界
は
す
で
に
亡
く
、
た
だ
一
人
残
っ
た
叔
父
義
懐
も
寛
和
二
年
（
九

八
六
）
、
花
山
天
皇
に
従
っ
て
出
家
し
て
し
ま
う
。
行
成
は
、
早
く
に
父
方
の
後
見
を
失
っ
た
の
で
あ
る
（
系
図
1
参
照
）
。

　
こ
の
行
成
を
支
え
た
の
が
、
母
方
祖
父
源
保
光
で
あ
っ
た
。
保
光
は
、
醍
醐
天
皇
の
孫
に
当
た
り
、
従
二
位
中
納
言
に
ま
で
昇
っ
た
人
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
。
保
光
夫
妻
が
行
成
宅
へ
同
居
し
て
養
育
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
邸
宅
が
「
桃
園
第
」
で
あ
る
。
こ
の
邸
宅
は
、
も
と
行
成
の

祖
父
伊
サ
の
所
有
す
る
屋
敷
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
様
に
、
最
終
的
に
こ
の
邸
宅
を
管
理
し
た
の
は
行
成
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
所
有
権
を
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
も
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
父
義
孝
が
こ
の
邸
宅
に
佐
ん
で
い
た
こ
と
を
直
接
に
示
す
史
料
は
な
い
。
『
世
尊
寺
縁
起
』
に
義
孝
が
桃
園

を
「
相
伝
為
餌
料
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
界
死
亡
後
か
ら
義
孝
と
妻
、
行
成
が
居
住
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
行
成
は
、
祖
父
死

亡
後
に
桃
園
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
義
孝
は
、
伊
勢
死
亡
後
、
「
桃
園
第
」
を
伝
領
し
た
も
の
の
、
妾
時
の
慣
習
通
り
保
光

宅
へ
妻
方
居
住
し
、
行
成
も
保
光
宅
で
誕
生
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
父
を
失
う
と
共
に
、
行
成
は
桃
園
を
伝
領
し
、
適
当
な
時
期

に
移
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
成
は
こ
の
「
桃
園
些
し
で
元
服
し
て
お
り
、
源
泰
清
の
娘
と
結
婚
し
て
「
三
条
宅
」
で
母
方

居
住
す
る
ま
で
、
こ
の
屋
敷
で
母
方
祖
父
母
と
共
に
過
ご
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
源
保
光
に
と
っ
て
、
桃
園
に
居
住
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
門
桃
園
中
納
言
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

こ
れ
を
も
っ
て
彼
が
桃
園
を
伝
領
し
た
、
も
し
く
は
所
有
し
た
も
の
と
考
え
る
説
も
あ
る
が
従
え
な
い
。
保
光
は
、
桃
園
を
伝
領
し
た
孫
の
行

成
と
の
関
係
に
よ
っ
て
桃
園
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
所
有
権
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
「
桃
園
中
納
言
」
と
は
、
単

に
「
桃
園
」
邸
に
居
住
し
た
「
中
納
書
」
で
あ
る
か
ら
生
じ
た
呼
称
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
所
有
権
を
持
た
な
い
邸
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
、
「
寄
住
」
で
あ
っ
た
。
保
光
の
場
合
、
こ
れ
を
門
寄
住
」
で
あ
る
と
す
る
同

時
代
史
料
は
な
い
が
、
『
世
尊
寺
縁
起
』
は
こ
れ
を
「
寄
住
」
と
し
て
い
る
。
保
光
は
、
孫
の
相
続
し
た
邸
宅
に
十
年
以
上
「
寄
算
扁
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
桃
園
第
は
保
光
の
邸
宅
で
あ
る
と
一
般
に
認
識
さ
れ
た
。
私
は
、
こ
う
し
た
居
住
を
す
べ
て
「
寄
住
」
と
考
え
て
よ
い
と

思
う
。
臨
時
的
な
も
の
に
し
ろ
、
長
期
に
わ
た
る
も
の
に
し
ろ
、
所
有
権
の
な
い
邸
宅
に
居
住
し
、
そ
れ
を
人
々
が
そ
の
人
の
「
居
住
地
」
で
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あ
る
と
認
め
た
と
き
、
「
寄
住
」
と
い
う
概
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
「
寄
住
」
は
平
安
京
に
お
い
て
珍
し
い
居
住
形
態
で
は
な
い
。
冒
頭
に
示
し
た
此
段
保
胤
の
「
寄
居
」
も
「
寄
住
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
下

級
官
人
に
も
「
寄
宿
」
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
『
左
経
記
』
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
二
月
十
四
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
へ

　
　
或
人
云
、
左
衛
門
尉
平
遺
事
、
年
来
寄
宿
東
宮
町
、
而
昨
日
可
出
夫
之
由
、
彼
宮
下
都
等
来
催
、
涌
陵
一
下
部
不
繊
夫
者
、
働
宮
下
導
師
十
人
来
向
被
ロ

　
　
ロ
切
損
云
々

　
平
場
経
は
、
年
来
、
東
宮
町
の
家
に
身
を
「
寄
し
せ
て
「
雪
山
し
て
い
る
。
東
宮
町
は
、
東
宮
機
構
に
係
わ
る
下
級
宮
入
の
居
住
す
る
茶
所

で
あ
る
。
な
ぜ
、
致
経
が
東
宮
町
に
門
寄
宿
」
す
る
に
い
た
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
官
衙
町
に
は
「
寄
宿
偏
老
を
排
除
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
寄
宿
篇
者
に
も
本
来
の
住
人
と
同
様
の
義
務
が
課
さ
れ
、
致
経
に
も
東
宮
に
よ
る
「
出
夫
」
役
が

か
か
っ
て
い
る
。
　
「
寄
宿
」
と
は
い
え
、
正
当
な
居
住
者
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
。
「
寄
宿
」
も
や
は
り
居
住
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
五
重
」
、
「
寄
宿
」
、
「
寄
居
」
は
共
に
、
他
人
の
家
に
身
を
寄
せ
る
、
便
宜
的
な
居
住
形
態
で
あ
る
。
平
安
京
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宜
的
な
居
住
が
上
級
貴
族
層
か
ら
下
級
官
人
層
に
至
る
ま
で
広
範
囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
寄
住
」
を
容
認
す
る
社
会
だ

か
ら
こ
そ
、
貴
族
達
が
機
れ
を
避
け
た
り
方
違
え
を
行
う
と
き
、
他
家
へ
容
易
に
移
動
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
都
市
民
の
流
動
性
は
、
す
で
に
、
網
野
善
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
例
え
ば
、
地
方
に
所
領
を
有
す
る
御
家
人

な
ど
が
、
勤
務
の
た
め
に
京
に
「
寄
住
」
す
る
と
し
て
い
る
。
氏
が
分
析
対
象
と
す
る
都
昏
怠
は
、
貴
族
層
な
ど
の
支
配
者
階
級
を
除
い
た
都

市
居
住
民
を
さ
す
。
彼
ら
は
、
「
皇
室
・
二
宮
・
公
卿
・
大
社
等
の
高
位
の
神
官
・
僧
侶
等
を
核
篇
と
し
、
平
安
京
に
宿
営
の
場
を
集
中
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
都
市
以
外
に
も
拠
点
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
都
市
人
口
は
流
動
的
に
な
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
は
、
網
野
氏
が
集
中
の
核
と
し
た
貴
族
層
の
居
住
も
流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
平
安
京
に
お
い
て
は
、
都
市
に
拠

点
を
も
ち
、
そ
の
正
規
の
住
民
と
も
い
え
る
支
配
者
層
さ
え
も
、
居
住
は
安
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
流
動
性
、
便
宜
性
こ
そ
が
、
平
安
貴
族
の
平
安
京
居
住
の
特
微
で
あ
る
。
平
安
京
は
、
「
寄
住
」
す
る
人
々
が
集
ま
っ
た
都
市
で
あ
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
①
　
「
方
違
」
、
「
方
忌
」
、
「
方
塞
」
は
す
べ
て
方
角
禁
忌
現
象
を
僻
す
用
語
で
あ

　
　
る
。
あ
る
方
角
に
「
方
忌
神
」
が
遊
行
し
、
「
方
塞
」
の
状
態
に
な
る
と
「
方
忌
」

　
　
を
避
け
る
た
め
に
「
方
達
」
を
行
う
の
で
あ
る
。

　
②
「
方
違
」
と
い
う
用
語
の
初
見
は
、
『
古
今
和
歌
集
隔
の
紀
友
則
の
歌
の
詞
書

　
　
で
あ
る
。

　
③
加
納
重
文
「
方
忌
考
」
（
『
秋
韻
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
二
三
、
一
九
七
三

　
　
年
）
、
「
編
力
違
考
」
（
『
中
古
文
学
恥
二
四
、
一
九
七
九
年
）
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ

　
　
ン
ク
『
方
忌
み
と
方
違
え
1
平
安
時
代
の
方
角
禁
忌
に
関
す
る
研
究
臨
（
岩
波
書

　
　
店
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
。
現
在
の
方
違
え
研
究
の
到
達
点
は
フ
ラ
ン
ク
氏
の
著

　
　
書
で
あ
る
。

④
　
金
井
徳
子
「
金
神
の
忌
の
発
生
」
（
『
史
論
』
二
、
一
九
五
四
年
）
、
岡
本
充
弘

　
「
院
政
期
に
お
け
る
方
違
」
（
『
史
学
論
叢
』
九
、
一
九
八
○
年
、
と
も
に
、
の
ち

　
『
陰
陽
道
叢
書
』
一
（
古
代
）
、
名
著
看
護
、
一
九
九
　
年
に
再
録
）
な
ど
。

⑤
飯
淵
康
一
・
米
倉
雅
博
「
方
違
行
幸
と
方
忌
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
建
築
学
会
東

　
北
支
部
研
究
報
告
集
』
五
二
、
　
一
九
八
九
年
）
、
飯
淵
康
一
「
太
白
神
に
よ
る
方

　
忌
み
1
平
安
京
お
よ
び
寝
殿
造
か
ら
み
た
一
」
（
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報

　
此
口
冷
雨
四
一
一
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

　
　
な
お
、
本
稿
は
紙
数
の
都
合
で
天
皇
の
方
違
行
幸
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

　
つ
た
。
天
皇
の
居
住
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑥
具
体
的
に
は
、
自
邸
の
土
地
券
文
を
他
家
へ
移
動
し
て
お
く
。
そ
う
す
る
と
、

　
自
邸
が
他
人
の
領
と
な
り
、
「
本
所
」
の
忌
み
を
行
わ
な
く
て
す
む
。
方
便
の
「
本

　
所
」
（
券
文
の
移
動
先
）
に
は
親
類
の
家
が
選
ば
れ
た
一
・
占
う
で
あ
る
（
岡
本
、
註

　
④
論
文
参
照
）
。

⑦
　
　
『
御
…
堂
一
関
白
誕
』
に
よ
る
と
嚇
魁
長
は
、
受
用
弘
一
7
5
年
（
～
○
○
瞭
）
八
月
二
十
ふ
ハ

　
日
に
は
「
一
条
第
」
へ
、
同
二
年
八
月
三
旧
に
は
「
東
三
条
第
」
へ
、
同
九
月
二

　
引
臼
に
は
「
枇
杷
殿
」
に
、
同
五
年
二
月
二
十
四
日
「
小
南
第
」
へ
方
違
え
し
て

　
い
る
。
こ
れ
ら
の
邸
宅
は
す
べ
て
道
長
所
有
の
も
の
で
あ
る
。

⑧
『
永
昌
記
』
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
七
月
二
十
四
日
条
な
ど
。

⑨
『
永
昌
記
』
慕
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
四
月
二
十
二
日
条
な
ど
。

⑩
本
条
は
、
こ
の
移
動
を
「
方
違
え
」
の
た
め
と
明
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

　
本
稿
で
は
、
方
が
塞
っ
て
い
な
く
て
も
、
よ
い
結
果
を
願
っ
て
あ
ら
か
じ
め
「
告

　
方
」
へ
移
動
す
る
こ
と
も
広
義
の
方
違
え
で
あ
る
と
考
え
、
本
条
も
「
方
違
え
」

　
の
一
形
態
と
解
釈
す
る
。

＠
　
　
『
九
暦
』
承
平
六
年
（
九
三
六
）
正
月
五
日
条
。

⑫
　
　
『
権
古
曲
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
月
二
十
入
索
条
「
於
実
演
宅
沐
浴
、
女

　
子
等
従
之
」
な
ど
、
他
家
へ
「
浴
」
し
に
行
っ
た
記
察
が
『
権
記
』
に
は
七
例
あ

　
る
（
表
1
参
照
）
。
行
成
が
自
宅
で
「
浴
」
し
た
ら
し
い
例
は
、
寛
弘
六
年
（
一

　
〇
〇
九
）
五
月
一
日
条
な
ど
に
あ
り
、
自
宅
に
沐
浴
施
設
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
家
へ
「
浴
」
し
に
行
く
に
は
理
由
が
あ
る
（
陰
陽
道

　
は
「
浴
」
に
ふ
さ
わ
し
い
日
時
を
規
定
す
る
が
、
方
角
禁
忌
は
規
定
し
て
い
な

　
い
）
。
寛
弘
八
年
（
一
〇
皿
一
）
八
月
十
煕
臼
は
「
二
条
以
北
無
水
」
の
た
め
、

　
信
行
朝
臣
四
条
宅
へ
「
浴
」
し
に
行
っ
た
。
ま
た
、
広
義
の
「
方
違
え
」
に
と
も

　
な
っ
て
、
他
家
で
「
浴
」
し
た
例
が
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
二
月
七
日
条
な

　
ど
四
例
あ
る
。
こ
れ
ら
は
他
家
へ
行
っ
た
理
由
が
わ
か
る
が
、
残
り
の
二
例
は
理

　
由
不
明
で
あ
る
。
他
家
で
沐
浴
す
る
記
事
は
、
他
に
も
『
水
左
記
』
に
六
例
、

　
『
永
昌
記
』
に
一
例
あ
る
が
、
『
御
裳
閾
白
記
』
に
は
一
例
も
な
い
。
　
こ
の
よ
う

　
な
風
呂
の
利
用
に
関
し
て
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
平
安
京

　
に
お
け
る
人
的
交
流
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
課
題
と
な
ろ
う
。
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⑲
　
橘
憔
弘
は
、
行
成
の
看
病
を
し
（
『
権
記
』
長
穂
四
年
七
月
十
六
日
条
）
、
不
動

　
尊
像
を
「
牽
．
図
」
し
（
長
保
元
年
十
二
月
過
入
日
条
）
、
行
成
の
た
め
の
吉
夢
を

　
見
る
（
長
保
三
年
四
月
二
十
鶏
日
条
）
な
ど
、
か
な
り
親
密
な
間
柄
で
あ
る
。

　
　
こ
の
他
、
行
成
が
そ
の
宅
を
利
翔
し
た
中
で
、
行
成
の
家
司
と
考
え
ら
れ
る
人

　
物
に
は
、
阿
倍
随
行
、
源
政
職
、
挙
証
、
為
文
が
い
る
。
瞳
倍
信
行
は
検
非
違
使

　
で
、
行
成
の
身
辺
を
警
護
し
て
い
る
（
長
保
二
年
九
月
十
日
条
）
。
ま
た
、
源
政

　
職
は
、
道
長
の
使
と
し
て
行
成
宅
を
訪
れ
て
お
り
（
長
保
三
年
十
月
十
五
日
）
、
行

　
成
と
道
長
の
両
者
に
属
す
る
家
司
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
挙
直
も
行
成
の
子
の

　
着
袴
儀
に
奉
仕
し
て
い
る
（
長
保
二
年
十
工
月
十
三
日
条
）
こ
と
か
ら
、
行
成
の

　
家
鋼
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
宮
の
使
を
勤
め
（
長
保
四
年
十
月
二
十
三
日
条
）
、

　
道
長
の
意
向
を
行
成
に
伝
え
る
こ
と
も
あ
り
（
長
保
五
年
正
月
十
四
臼
条
）
、
彼
も

　
両
属
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
為
文
も
同
様
に
、
行
成
と
道
長
に
両
属
し
て
い
る

　
（
長
保
四
年
九
月
十
六
日
条
、
同
五
年
四
月
十
三
日
条
）
。
行
成
の
家
司
に
つ
い
て

　
は
、
黒
板
伸
夫
「
『
藤
原
行
成
家
』
の
家
政
と
生
活
基
盤
」
（
山
中
裕
編
『
摂
関
時

　
代
と
古
記
録
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
に
詳
し
い
。

⑭
藤
原
為
隆
は
、
適
灘
な
方
違
え
先
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、
往
来
に
車

　
を
止
め
て
、
そ
の
中
で
方
違
え
の
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
る
　
（
『
永
昌
記
脳
大

　
治
四
年
（
一
一
二
九
）
閏
七
月
二
十
八
日
条
）
。

⑯
　
貴
人
の
方
違
え
に
際
し
、
先
触
れ
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
掌
記
』
長
徳
四
年

　
十
月
九
日
条
に
見
え
る
。
道
長
が
行
成
の
「
桃
圏
」
に
方
違
え
し
た
い
旨
を
僧
正

　
観
修
を
通
じ
て
行
成
に
告
げ
て
い
る
。

⑯
但
し
、
ま
れ
に
は
例
外
も
あ
る
。
『
権
記
』
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
二
月
十

　
五
日
、
行
成
は
具
平
親
王
の
六
条
宮
に
方
違
え
し
て
い
る
。
二
人
の
間
に
は
親
交

　
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
行
成
は
何
度
か
親
王
宅
を
訪
れ
て
い
る
（
長
保
二
年
十
月
二

　
十
二
日
条
な
ど
）
。

⑰
こ
れ
に
も
例
外
は
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
七
i
コ
だ
、
源
重
信
が
宇

　
多
天
皇
の
後
院
で
あ
っ
た
語
勢
院
に
方
違
え
を
す
る
説
話
が
あ
る
。
彼
は
、
宇
多

　
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
縁
で
こ
の
邸
宅
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
無
人

　
の
邸
宅
を
借
り
た
た
め
か
、
食
料
を
持
参
し
て
い
る
。

⑯
　
こ
う
し
た
平
安
期
の
方
違
え
に
比
し
て
、
室
町
期
の
も
の
は
、
ご
く
簡
便
な
も

　
の
に
な
っ
て
い
る
。
三
条
西
実
隆
は
、
永
正
五
年
（
…
五
〇
八
）
七
圓
方
違
え
を

　
し
て
い
る
（
『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
二
月
十
試
織
な
ど
）
が
、
全
て
が
、
同
一

　
屋
敷
内
に
住
む
息
子
の
宅
へ
の
移
動
で
あ
る
。

⑲
　
管
見
の
限
り
「
寄
親
」
の
初
見
は
、
『
万
葉
集
』
巻
三
i
四
六
一
大
伴
坂
上
鄭

　
女
の
歌
の
左
注
で
あ
る
。
「
右
、
新
羅
國
尼
、
名
言
理
願
也
。
遠
感
碩
徳
帰
化
壁

　
朝
。
於
心
寄
住
大
納
言
大
将
軍
火
伴
生
保
家
、
既
遜
数
紀
焉
。
　
（
後
略
）
」
。
こ
の
時
、

　
大
納
言
大
伴
安
麻
呂
は
す
で
に
亡
く
、
そ
の
堅
石
用
命
婦
と
娘
大
伴
坂
上
郎
女
が
、

　
尼
と
同
思
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
尼
の
経
歴
、
如
何
な
る
理
由
で
大
伴
宅
に
寄

　
住
す
る
に
至
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑳
　
行
成
は
、
十
一
月
十
六
日
、
三
条
宅
へ
帰
っ
て
い
る
。
十
屑
十
九
日
か
ら
移
動

　
し
て
い
た
の
で
、
二
十
六
日
間
「
寄
住
」
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
　
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
十
八
日
条
。

＠
　
　
『
権
記
騒
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
一
月
　
二
日
条
。

⑳
V
　
『
家
記
』
長
徳
凶
年
（
九
九
八
）
十
一
月
六
段
条
。

⑭
　
詳
し
い
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
権
記
』
長
穂
元
年
（
九
九
五
）
八
月
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
）
　
　
　
　
（
藤
原
襖
平
）

　
九
日
条
に
み
え
る
「
越
前
守
親
信
朝
随
宅
、
修
理
大
夫
近
目
被
嵜
注
、
勿
被
同
宿

　
也
」
と
い
う
記
纂
も
、
同
様
に
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑮
　
行
成
は
、
保
光
の
教
命
を
何
度
か
日
記
に
記
し
て
い
る
（
『
権
記
』
正
暦
三
年

　
七
月
二
十
八
日
条
な
ど
）
。
幼
く
し
て
父
を
失
っ
た
行
成
に
、
官
人
と
し
て
の
心

　
得
を
教
え
た
の
は
祖
父
保
光
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
高
嬌
康
夫
「
北
辺
の
地
域
開
発
i
桃
園
殿
を
中
心
に
一
」
、
「
北
辺
の
地
域
変

　
容
一
世
尊
寺
を
中
心
に
一
扁
　
（
と
も
に
　
『
京
都
中
世
都
宙
史
研
究
』
、
思
文
閣
出

　
版
、
　
九
八
三
年
）
。

⑳
　
　
『
図
書
寮
叢
刊
（
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
）
諸
寺
縁
起
集
』
。
成
立
年
代
は
未
詳
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で
あ
る
が
、
高
橋
氏
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
（
註
⑳
論

　
文
）
。

⑳
　
　
『
小
右
記
』
天
元
五
年
（
九
八
二
）
二
月
二
十
五
賃
条
。

⑳
）
高
橋
前
掲
論
文
が
こ
の
説
を
批
判
し
て
い
る
。
本
稿
も
高
橋
説
を
継
承
す
る
。

⑳
　
村
井
康
彦
「
窟
響
町
の
形
成
と
変
質
」
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
、
岩

　
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
、
高
橋
昌
明
『
清
盛
以
前
』
（
平
凡
社
、
…
九
八
陽
年
）
、

　
北
村
里
離
「
平
安
京
の
支
配
機
構
－
在
家
支
配
を
中
心
に
一
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九

　
四
1
～
、
｛
九
八
五
年
）
。

⑳
　
下
級
官
人
の
例
で
は
な
い
が
、
『
併
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
二
月
十
八

　
日
条
に
も
「
寄
宿
」
が
み
ら
れ
る
。
「
鴨
院
」
の
鱈
対
に
故
兼
業
の
妻
が
住
ん
で

　
お
り
、
そ
こ
に
祭
主
輔
親
が
臼
頃
「
審
宿
」
し
て
い
た
。
そ
れ
を
輔
親
の
妻
で
あ

　
る
「
左
大
殿
権
4
3
将
」
の
乳
母
の
命
婦
が
嫉
妬
し
、
中
将
の
随
身
と
下
女
三
十
人

　
ば
か
り
が
鴨
院
に
乱
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
寄
宿
」
は
、
正
式
な
婚
姻
成
立

　
以
前
の
男
女
共
住
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
鴨
院
に
は
行
成
の
父
方
叔

　
母
、
故
為
尊
親
王
室
が
住
ん
で
い
る
（
『
権
工
臨
寛
弘
二
年
八
月
十
三
巳
条
）
。
そ

　
の
関
係
で
、
行
成
の
日
記
に
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
故
兼
業
及
び
そ

　
の
妻
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
な
ぜ
彼
女
が
乱
丁
に
往
ん
で
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な

　
い
。

＠
　
網
野
「
中
世
都
市
論
」
（
『
岩
波
講
座
舜
本
歴
史
』
七
（
中
世
三
）
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
山
一
年
）
。

⑳
当
時
の
貴
族
隠
宅
は
、
そ
の
構
造
も
便
宜
的
で
あ
っ
た
。
室
内
に
は
壁
が
な

　
く
、
　
几
帳
な
ど
の
調
度
品
で
区
切
っ
て
使
用
し
た
。
　
そ
の
た
め
、
儀
式
の
内
容

　
や
、
居
住
者
の
移
動
に
よ
っ
て
し
つ
ら
い
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

　
（
小
泉
和
子
『
家
具
と
室
内
意
匠
の
文
化
史
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九
七
九

　
年
）
、
高
橋
毒
炎
『
建
具
の
話
酬
（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
）
。
費
族

　
に
と
っ
て
、
そ
の
邸
宅
が
便
宜
的
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
住
み
方
良
著
も
便
寛

　
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
妻
方
居
住
と
家
族

安京における居住と家族（京楽）

　
第
漏
節
　
藤
原
行
成
と
三
条
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
平
安
貴
族
の
妻
方
居
住
の
実
態
は
、
藤
原
実
資
の
場
合
な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
藤
原
行
成
の
家
族
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
分
析
が
深
ま
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
行
成
の
居
住
の
実
態
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

　
藤
原
行
成
の
本
宅
は
、
表
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
三
条
宅
」
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
、
『
権
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
月
十
五
日
条

で
、
そ
の
後
も
「
帰
三
条
」
の
記
事
が
み
ら
れ
、
居
住
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
次
の
人
物
た
ち
も
同
居
し
て
い
た
。

『
権
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
二
月
五
日
条

次
到
三
條
、
乍
立
謁
京
兆
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こ
の
「
京
兆
」
一
左
京
大
夫
は
舅
の
源
泰
清
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
十
二
月
三
欝
に
、
男
子
出
生
の
知
ら
せ
を
行
成
に
も
た
ら
し
た
の
は

「
京
兆
消
患
」
で
あ
っ
た
。
行
成
の
本
宅
三
条
宅
に
同
居
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
な
行
動
で
あ
る
。
日
記
に
は
こ
れ
ら
の
記
事
し
か
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

泰
清
は
長
保
元
年
（
九
九
九
）
四
月
十
一
日
の
死
亡
ま
で
同
居
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
「
尼
」
も
同
居
し
て
い
た
。

　
『
権
記
』
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
八
月
二
十
九
日
条

　
　
頃
之
帰
三
条
謁
老
尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
他
、
「
西
方
尼
」
が
行
成
の
妻
の
お
産
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。
こ
の
「
尼
」
は
、
妻
の
母
、
す
な
わ
ち
源
泰
清
妻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
当
蒔
、
夫
の
泰
清
は
生
存
し
て
い
る
が
、
出
家
し
て
尼
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
時
代
が
降
る
と
、
妻
の
出
家
は
夫
の
死
亡
を
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
平
安
期
に
は
、
夫
が
生
存
中
で
も
妻
が
出
家
す
る
例
は
多
い
。

　
以
上
、
行
成
は
、
「
三
条
宅
」
で
、
妻
の
両
親
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
行
成
は
、
永
酢
元
年
（
九
八
九
）
八
月
十
一
日
に
源
泰

　
　
　
　
　
　
　
⑥

清
の
娘
と
結
婚
し
、
「
三
条
宅
」
で
妻
方
居
住
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
に
居
住
を
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
「
三
条
宅
」
の
構
造
を
見
て
お
こ
う
。

　
彼
の
日
記
『
権
記
』
か
ら
、
次
の
建
物
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
策
対
Y
兵
衛
死
、
枇
麟
、
此
夕
出
於
彼
東
宅
（
長
徳
四
年
七
月
二
＋
二
旦

　
　
　
〔
西
対
〕
一
於
西
醤
物
忌
（
長
徳
四
年
七
月
二
十
八
日
・
八
月
四
日
）

　
　
　
〔
寝
殿
・
渡
殿
〕
一
自
渡
殿
移
寝
殿
、
自
此
夜
孟
光
煩
赤
痢
（
長
保
四
年
十
月
十
悪
）

　
　
　
〔
垣
〕
膣
為
令
築
三
条
垣
也
（
長
保
元
年
七
月
十
四
日
）

　
そ
れ
ぞ
れ
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
が
、
総
合
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
邸
宅
は
寝
殿
・
東
対
・
西
対
・
渡
殿
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
寝
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

造
」
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
判
断
が
で
き
る
。
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こ
う
し
た
溝
造
を
持
つ
「
三
条
宅
」
に
お
け
る
尼
の
居
所
を
彼
女
の
呼
称
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
『
権
記
』
長
保
欄
四
年
（
一
〇
〇
二
）
十
門
月
十
山
ハ
日
条

　
　
西
方
尼
被
示
誕
生
之
女
児
ロ
ハ
今
天
亡
事

　
こ
の
「
西
方
」
と
い
う
表
現
は
、
北
対
に
住
む
「
正
妻
」
を
表
す
「
北
方
」
と
共
通
す
る
表
現
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
尼
の
思
所
は
西

対
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
当
時
、
既
婚
女
性
の
出
家
は
一
種
の
離
婚
と
見
な
さ
れ
、
夫
と
は
別
居
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
女
は
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

敷
内
の
「
丙
方
」
の
建
物
に
住
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
行
成
が
「
西
対
」
で
物
忌
み
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
こ
の
時
、
出
家
し
た
姑
と
娘
家
族
が
同
一
建
物
に
居
住
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
や
は
り
、
尼
の
居
所
と
し
て
は
「
西
対
」
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
別
の
「
西
方
の
建
物
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
行
成
自
身
の
居
所
は
、
先
に
あ
げ
た
『
権
妻
』
長
徳
四
年
七
月
二
十
八
日
条
、
八
月
四
日
条
か
ら
西
対
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し

か
し
、
彼
は
寝
殿
や
渡
殿
に
移
動
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
『
権
記
』
長
保
四
年
十
月
十
日
条

　
　
自
渡
殿
移
寝
殿

　
彼
は
史
料
の
上
で
は
、
寝
殿
、
渡
殿
、
匹
対
を
移
動
し
て
お
り
、
即
座
に
居
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
長
保
四
年
十
二
月

二
十
一
日
条
に
「
今
夕
渡
西
謝
し
と
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
こ
れ
は
、
十
月
十
四
日
の
妻
の
お
産
に
対
応
す
る
行
動
で
あ
る
。

お
産
に
先
だ
ち
、
そ
の
機
れ
を
避
け
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
渡
殿
へ
、
さ
ら
に
十
月
十
日
に
は
寝
殿
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
妻
は
お
産
の
た
め
死

亡
す
る
。
二
ヶ
月
後
の
十
二
月
二
十
一
日
、
西
柳
へ
渡
っ
た
の
は
、
元
の
居
住
地
に
戻
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
行
成
は
七
号
に
住
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
尼
は
西
方
建
物
に
居
住
し
、
行
成
は
妻
子
と
共
に
西
対
を
中
心
に
、
寝
殿
を
も
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
泰
清
は
、
残
っ
た
建
物
、
即
ち
、
寝
殿
か
東
対
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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本
節
で
は
、
行
成
と
三
条
宅
の
関
係
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
貴
族
の
裏
方
居
住
の
実
態
の
一
つ
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
邸
宅
は
行
成
の
永
住
す
る
と
こ
ろ
に
は
な
ら
な
い
。
無
禄
三
条
扁
の
記
事
は
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
八
月
七
日
条
を
最
後
に

み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
代
わ
り
、
「
中
御
門
宅
」
が
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
七
月
二
十
日
条
を
初
見
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
妻
方
居
住
と
「
仮
往
い
」

　
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
十
月
十
六
日
、
行
成
の
妻
は
出
産
後
、
死
亡
す
る
。
彼
は
最
愛
の
妻
を
な
く
し
、
悲
し
み
に
く
れ
る
。
し
か
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
後
、
行
成
に
は
新
し
い
妻
が
で
き
た
。
こ
の
「
女
人
」
は
日
記
に
は
寛
弘
元
年
七
月
二
十
四
日
に
初
め
て
見
え
る
。
こ
の
女
人
と
は
誰
か
。

　
『
栄
華
物
語
』
巻
十
四
（
梅
沢
本
を
底
本
と
す
る
岩
波
轡
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
を
使
用
）

　
　
こ
の
大
姫
君
・
男
君
達
な
ど
の
御
母
、
こ
の
今
の
北
の
方
の
姉
に
も
の
し
給
ひ
し
を
、
女
君
二
人
、
男
君
は
民
部
大
輔
実
経
・
尾
張
権
守
良
経
の
君
な
ん

　
こ
れ
は
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月
十
三
日
、
行
成
の
娘
が
、
道
長
の
息
子
長
家
と
結
婚
し
た
と
き
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
娘
の
母
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

行
成
の
後
妻
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
娘
の
異
母
兄
弟
を
説
明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
行
成
の
先
妻
と
後
妻
が
姉
妹
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
は
行
成
の
息
子
達
に
つ
い
て
「
母
泰
清
娘
」
と
あ
る
だ
け
で
、
行
成
の
先
妻
と
後
妻
が
同
母
姉
妹
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

き
な
い
。
し
か
し
、
二
人
は
異
母
姉
妹
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
妻
の
母
「
尼
」
の
死
亡
時
に
、
後
妻
が
喪
に
服
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

記
事
は
な
い
。
ま
た
、
前
妻
の
霊
が
後
妻
に
取
り
付
い
て
い
る
が
、
同
母
姉
妹
で
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
現
象
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
後
妻
と
の
居
住
の
場
が
中
御
門
宅
で
あ
っ
た
。
こ
の
邸
宅
が
行
成
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
黒
板
氏
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

史
料
か
ら
、
こ
の
「
中
御
門
宅
」
を
行
成
の
父
方
の
叔
母
、
為
尊
親
王
室
と
の
関
係
で
考
え
て
い
る
。

　
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
～
九
）
二
［
月
二
十
四
日
条

　
　
虫
夜
群
盗
入
故
弾
正
宮
北
方
宅
縮
禦
難
齢
艦

　
な
る
ほ
ど
、
こ
の
史
料
で
は
中
御
門
宅
で
、
行
成
と
親
王
室
が
壁
を
隔
て
て
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
中
御
門
宅
が
「
故
弾
正
北
方
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宅
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
王
室
所
有
の
宅
に
行
成
が
住
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
行
成
は
、
菅
原
院
へ

　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

移
っ
て
い
る
。
行
成
は
そ
の
後
も
菅
原
院
に
居
注
し
て
お
り
、
本
宅
を
中
御
門
宅
か
ら
さ
ら
に
菅
原
院
に
移
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
寛
仁
三
年
の
記
事
は
、
既
に
菅
原
院
を
本
宅
と
す
る
行
成
が
、
儲
ら
か
の
理
由
で
中
御
門
宅
に
一
時
的
に
居
住
し
て
い
た
の

だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
申
御
門
宅
が
「
故
弾
正
宮
北
方
宅
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
所
有
者
を
示
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
点
で
の
主
た

る
居
住
者
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
行
成
の
中
御
門
宅
の
初
見
は
、
寛
弘
元
年
（
～
○
〇
四
）
七
月
二
十
日
条
で
あ
る
。
そ
の
時
、
為
尊
親
王
室
は
東
口
に
お
り
、
翌
年

　
　
　
　
　
　
　
⑰

鴨
院
に
移
っ
て
い
る
。
当
時
の
親
王
室
と
中
御
門
宅
の
関
係
を
示
す
史
料
は
な
い
。
彼
女
が
こ
の
宅
に
移
動
し
て
き
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
後
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
親
王
室
が
い
つ
中
御
門
宅
に
移
動
し
た
の
か
、
行
成
家
族
と
同
居
し
た
期
間
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
中
御
門
宅
は
、
行
成
が
新
し
い
結
婚
の
た
め
に
借
り
た
か
、
あ
る
い
は
買
得
し
た
と
い
う
可
能
性
を
残
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
後
妻
の
居
宅

で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
源
泰
清
の
も
う
一
人
の
妻
と
そ
の
娘
が
も
と
も
と
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
行
成
が
移
住
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
行
成
は
、
先
妻
の
死
後
三
条
宅
を
出
て
、
後
妻
と
新
し
く
邸
宅
を
構
え
て
い
る
。

　
妻
の
死
後
、
妻
方
の
家
を
出
て
い
く
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
藤
原
実
資
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
実
資
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
吉
田
早
苗
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
古
田
の
婚
姻
居
住
を
確
認
し
て
い
く
。
彼

は
ま
ず
、
源
惟
正
娘
と
結
婚
し
、
二
条
宅
に
妻
方
居
注
し
て
い
た
。
女
児
も
誕
生
し
て
い
た
が
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
、
妻
が
死
亡
。
そ
の
後
、

正
暦
四
年
（
九
九
三
）
、
碗
子
女
王
と
結
婚
し
た
。
そ
し
て
、
染
殿
（
為
平
親
歪
宅
）
で
妻
方
居
住
す
る
の
で
あ
る
。
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
、
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

妻
が
死
亡
す
る
。
長
保
元
年
（
九
九
九
）
ま
で
実
資
が
染
殿
に
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
や
が
て
、
祖
父
墨
壷
か
ら
伝
領
し
た
小
野
宮
に
移

動
す
る
。
こ
の
後
、
彼
は
死
亡
す
る
ま
で
本
宅
を
小
野
宮
か
ら
動
か
さ
な
か
っ
た
。
妻
方
居
住
か
ら
父
祖
伝
来
の
邸
宅
へ
の
本
住
い
に
移
行
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
資
は
、
妻
の
死
亡
と
い
う
事
態
に
二
度
塵
面
し
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
妻
死
亡
後
、
妻
方
を
去
っ
て
い
る
。

最
初
は
す
ぐ
に
建
方
を
離
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
度
穏
は
、
死
の
翌
年
に
小
野
宮
に
移
っ
て
い
る
。
一
年
の
喪
に
服
し
た
後
、
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妻
方
を
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
藤
原
兼
頼
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
春
記
』
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
月
二
十
一
日
条

　　

�
�
F
資
．
鐸
又
謁
糠
鼠
紙
薫
籍
鍛
圧
先
例
帰
住
摺
院
選
書
従
近
璽
建
苔
類
簑
一
意
首
魁
如
婿

　
　
也
、
人
々
傾
奇
云
々
、
家
財
悉
可
被
委
付
梢
公
女
児
、
其
間
事
興
彼
幸
女
同
意
、
可
画
法
之
故
所
来
住
也
云
々
、
誰
人
成
其
防
哉
、
慶
事
御
心
已
非
古
、

　
　
皆
変
改
云
々

　
『
春
記
』
長
暦
三
年
十
月
二
十
五
日
条

　
　
参
右
府
、
又
謁
稲
公
、
被
座
東
饗
如
薔

　
藤
原
兼
頼
は
実
資
の
む
す
め
千
古
の
婿
で
あ
っ
た
が
、
妻
の
死
後
、
堀
川
院
に
門
帰
住
」
し
て
い
た
。
そ
れ
が
ま
た
小
野
宮
に
帰
っ
て
き
て
、

し
か
も
実
記
の
婿
の
ご
と
く
振
舞
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
資
房
は
批
判
し
、
入
廷
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。
当
時
の
感
覚
で
は
、
妻
が
死
亡

し
た
後
も
夫
が
公
方
の
宅
に
い
つ
ま
で
も
居
住
し
て
い
る
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
妻
死
亡
後
は
妻
方
と
の
縁
が
切
れ
る

　
　
　
　
⑳

と
い
う
「
法
」
を
柱
げ
る
た
め
に
兼
頼
は
小
野
宮
に
や
っ
て
き
て
、
小
野
宮
家
と
の
つ
な
が
り
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
娘
に

伝
わ
る
小
野
宮
家
の
財
産
を
当
て
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
妻
方
居
住
を
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
妻
が
死
ぬ
と
夫
は
妻
方
の
宅
を
出
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
婿
と
し
て
の
取
り
扱
い
は
終
了

す
る
の
で
あ
る
。
夫
に
と
っ
て
、
子
供
で
は
な
く
妻
が
妻
方
親
族
と
の
か
す
が
い
な
の
で
あ
り
、
完
全
に
里
方
の
「
家
」
に
従
属
す
る
、
中
世
以

降
の
嫁
取
婚
成
立
後
の
「
婿
取
婚
」
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
妻
方
居
住
を
し
て
い
て
も
、
実
方
の
家
族
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

　
妻
が
死
亡
し
た
後
で
も
、
再
婚
す
る
意
志
が
な
く
、
子
が
い
れ
ば
麦
秀
居
住
を
継
続
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
妻
の

死
亡
後
は
夫
が
出
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
妻
方
居
住
を
す
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
即
ち
、
妻
方
居
住
は
妻
が
生
存
し
て
い
る
間
の
限
ら
れ
た
居
住
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
貴
族
に
と
っ
て
、
妻
方
居
佐
は
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平安京における居住と家族（京楽）

「
仮
住
い
」
で
あ
り
、
現
代
の
感
覚
か
ら
準
え
ば
安
定
し
て
い
る
は
ず
の
家
族
居
住
で
す
ら
、
平
安
期
に
は
流
動
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
仮
住
い
」
で
あ
る
「
妻
方
居
住
」
も
広
く
　
「
嵜
住
扁
の
概
念
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
『
枕
草
子
』
一
七
〇
段
に

以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
親
の
家
、
舅
は
さ
ら
也
、
を
ぢ
兄
な
ど
の
住
ま
ぬ
家
、
そ
の
さ
べ
き
人
な
か
ら
ん
は
、
お
の
つ
か
ら
、
む
つ
ま
じ
く
う
ち
知
り
た
ら
ん
受
領
の
、
國
へ
い

　
　
き
て
い
た
づ
ら
な
ら
む
、
さ
ら
ず
は
、
院
、
宮
ば
ら
の
、
屋
あ
ま
た
あ
る
に
住
み
な
ど
し
て
、
司
ま
ち
出
で
て
の
ち
、
い
つ
し
か
よ
き
所
た
つ
ね
と
り
て
、

　
　
住
み
た
る
こ
そ
よ
け
れ
。

　
こ
こ
で
は
、
自
分
の
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
屋
敷
が
持
て
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
他
人
の
家
に
住
む
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
　
「
寄

住
」
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
当
時
、
こ
う
し
た
居
住
形
態
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
一
時
的
に
居
住
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
家
と
は
、
「
親
の
家
、
舅
は
さ
ら
也
、
を
ぢ
兄
な
ど
の
住
ま
ぬ
家
、
そ
の
さ
べ
き
人
な
か
ら
ん
は
、
お

の
つ
か
ら
、
む
つ
ま
じ
く
う
ち
知
り
た
ら
ん
受
領
の
、
國
へ
い
き
て
い
た
づ
ら
な
ら
む
、
さ
ら
ず
は
、
院
、
宮
ぼ
ら
の
、
屋
偏
の
こ
と
で
あ
る
。

清
少
納
言
の
感
覚
で
言
え
ば
、
「
親
の
家
」
も
「
舅
の
家
」
も
、
仮
住
い
の
場
な
の
で
あ
り
、
し
か
る
べ
き
地
位
を
得
て
か
ら
、
「
本
住
い
」
の

邸
宅
を
買
得
す
る
な
り
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
妻
方
居
住
を
「
仮
住
い
」
、
「
面
住
」
と
し
た
場
合
、
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
従
来
の
家
族
史
研
究
の
成
果
は
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
平
安
期
の
婚
姻
は
、
回
方
居
住
を
基
本
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
貴
族
の
居
住
は
、
一
般
に
「
仮
住
い
」
・
「
寄
住
」
を
経
た
の
ち
、
買

得
、
譲
渡
に
よ
っ
て
所
有
権
を
正
式
に
得
た
邸
宅
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
平
安
貴
族
に
と
っ
て
、
帯
出
居
住
は
こ
う
し
た
「
仮
住
い
」
、

「
寄
住
」
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
古
代
の
婚
姻
を
「
婿
取
婚
」
で
あ
る
と
し
た
高
群
逸
枝
説
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
氏
は
そ
の
根
拠
に
「
竃
禁
忌
」
を
挙
げ
て
い
る
。

家
族
史
研
究
は
こ
の
説
を
継
承
し
て
い
る
が
、
古
代
の
　
「
竃
禁
忌
」
の
実
態
を
解
明
し
た
研
究
は
な
い
。
高
群
氏
は
古
代
の
文
献
史
料
か
ら
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「
竈
禁
忌
」
を
導
き
だ
し
た
の
で
は
な
く
、
主
に
柳
田
民
俗
学
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
俗
学
の
成
果
を
そ
の
ま
ま
古
代
に
ま
で
さ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ぼ
ら
せ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
鷲
見
等
曜
氏
も
、
こ
う
し
た
高
群
疑
の
論
証
方
法
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
高
群
氏
は
、
竈
禁
忌
の
存
在
を
室
町
期
、
「
嫁
取
婚
」
の
時
代
に
も
認
め
て
い
る
。
一
家
に
二
人
の
主
婦
は
存
在
で
き
な
い
た
め
に
、

嫁
は
「
客
人
」
扱
い
さ
れ
、
や
が
て
姑
か
ら
「
し
ゃ
も
じ
わ
た
し
」
を
受
け
、
主
婦
の
座
に
座
る
と
す
る
。
中
近
世
で
は
、
竃
禁
忌
を
こ
う
し

て
回
避
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
で
は
、
な
ぜ
古
代
だ
け
竈
禁
忌
に
よ
っ
て
居
住
を
制
限
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
高
群
氏
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
は
た
し
て
、
竃
禁
忌
を
も
っ
て
古
代
の
六
方
居
佐
の
存
在
を
正
当
化
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
ま
た
、
高
群
説
を
批
判
的
に
継
承
し
て
い
る
関
口
裕
子
幾
は
、
竃
禁
忌
の
根
拠
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
〇
一
四
を
挙
げ
て
い
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
〇
一
四
（
丹
鶴
叢
書
本
を
底
本
と
す
る
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
を
使
用
）

　
　
　
（
前
略
）
其
の
後
、
男
馴
れ
陸
び
て
、
見
習
は
ぬ
心
に
去
り
難
く
思
ひ
て
、
近
江
へ
将
て
下
り
け
れ
ば
、
女
も
「
今
は
何
が
は
せ
む
」
と
思
ひ
て
、
具
し

　
　
て
下
り
に
け
り
。
其
れ
に
、
此
の
男
、
本
よ
り
国
に
妻
を
持
ち
た
り
け
れ
ば
、
祖
の
家
に
住
み
け
る
に
、
其
の
本
の
妻
極
じ
く
妬
み
図
り
け
れ
ば
、
男
、

　
　
此
の
京
の
人
の
許
に
は
寄
り
も
付
か
ず
成
り
に
け
り
。
然
れ
ば
京
の
人
、
祖
の
郡
司
に
仕
は
れ
て
有
り
げ
る
程
に
、
其
の
鼠
に
訂
し
く
守
成
り
て
下
り
給

　
　
ふ
と
て
、
国
挙
り
て
騒
ぎ
合
ひ
た
る
事
限
無
し
。
（
後
略
）

　
関
臼
氏
は
、
「
京
の
人
」
は
竃
禁
忌
の
た
め
「
男
レ
の
「
祖
」
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
下
女
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

「
男
」
が
「
京
の
人
」
と
疎
遠
に
な
っ
た
の
は
、
「
本
の
妻
」
の
嫉
妬
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
竈
禁
忌
の
存
在
を
こ
の
説
話
か
ら
読
み
と
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
史
料
を
竈
禁
忌
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
の
家
族
居
住
は
雄
蕊
だ
と
す
る
家
族
史
の
従
来
の

前
提
自
体
が
疑
問
と
な
っ
て
き
た
。

　
確
か
に
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
も
、
史
料
に
は
夫
方
居
住
を
示
す
も
の
は
な
い
。
こ
の
門
な
い
」
こ
と
を
従
来
の
家
族
史
研
究
は
、
妻
方

居
住
が
古
代
居
住
の
基
本
だ
と
す
る
「
常
識
」
の
一
つ
の
根
拠
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
驚
禁
忌
の
存
在
を
疑
う
本
稿
の
立
揚
か
ら
す
れ
ば
、

62 （208）



平
安
貴
族
の
払
方
居
住
は
貴
族
の
居
住
を
縛
る
「
規
範
」
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
居
住
地
の
選
択
肢
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

夫
方
居
住
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弥
生
土
器
文
様
の
分
析
か
ら
、
弥
生
時
代
の
家
族
は
夫
方
居
住
か
、
ま
た
は
夫
方
妻
方
ど
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
か
に
住
む
選
択
居
住
婚
で
あ
っ
た
と
す
る
都
出
比
昌
志
説
に
初
め
て
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
平
安
貴
族
は
、
結
婚
後
、
妻
方
ま
た
は
掘
方
所
有
の
宅
に
住
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
、
縁
故
を
頼
っ
て
他
人
の
宅
に

に
宅
を
購
入
し
た
り
し
た
。
平
安
貴
族
の
家
族
居
住
は
か
よ
う
に
多
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
寄
住
し
し
た
り
、
新
た

平安京における居住と家族（京楽）

①
　
吉
田
早
苗
「
藤
原
実
資
の
家
族
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
三
〇
、
　
一
九
七
五
年
）
、

　
服
藤
早
苗
「
摂
関
期
に
お
け
る
受
領
の
家
と
家
族
形
態
一
三
河
守
源
紅
皿
の
場
合

　
一
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
七
、
一
九
八
五
年
、
の
ち
、
『
家
成
立
史
の
研
究
－
祖

　
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
一
』
、
校
倉
書
募
、
一
九
九
一
年
に
再
録
）
。

②
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
。

③
　
　
『
権
記
』
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
十
［
月
十
⊥
ハ
R
【
条
。

④
　
こ
の
他
、
「
西
方
」
と
い
う
襲
記
も
出
て
く
る
（
『
権
記
』
長
保
五
年
十
月
十
五

　
一
条
な
ど
）
が
、
同
～
人
物
で
あ
ろ
う
。
『
権
認
』
に
は
他
に
「
近
衛
殿
」
に
居

　
住
す
る
「
老
尼
」
が
出
て
く
る
（
長
徳
四
年
三
月
置
撰
条
な
ど
）
。
こ
の
女
性
が
誰

　
で
あ
る
か
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
三
条
宅
に
居
住
す
る
泰
清
妻
と
は
別

　
人
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑤
　
勝
浦
令
子
「
既
婚
女
性
の
出
家
と
婚
姻
関
係
－
摂
関
期
を
中
心
に
一
」
　
（
前
近

　
代
女
性
史
研
究
会
編
『
家
族
と
女
性
の
歴
史
　
古
代
中
世
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
八
九
年
）
。

⑥
『
権
記
隔
長
保
四
年
十
月
十
六
臼
条
。
な
お
、
行
成
の
妻
に
つ
い
て
は
、
角
田

　
文
衛
「
藤
療
行
成
の
妻
－
散
骨
の
一
例
と
し
て
」
（
『
角
駅
文
衛
著
作
集
』
六
、
法

　
山
鳴
、
｝
九
八
五
年
）
参
照
。

⑦
　
こ
の
他
、
一
中
条
宅
に
は
「
象
形
」
も
あ
っ
た
（
長
徳
四
年
七
肩
二
十
二
β
条
）
。

　
三
条
宅
の
東
方
に
、
「
三
宅
」
と
さ
れ
る
空
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑧
　
勝
浦
、
註
⑤
論
文
参
照
。
『
更
級
B
記
』
に
「
愚
慮
に
な
り
て
、
同
じ
家
の
内

　
な
れ
ど
、
無
異
に
住
み
離
れ
て
あ
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
菅
原
孝
標
の
妻
は
、

　
爽
生
存
中
か
ら
出
家
し
、
同
一
敷
地
内
の
別
建
物
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
泰

　
清
妻
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑨
　
こ
の
他
に
、
「
女
房
」
（
同
年
八
月
二
十
五
日
条
）
、
「
家
母
」
（
日
日
）
と
い
う

　
表
記
も
見
え
る
。
い
ず
れ
も
岡
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

⑧
　
先
要
の
死
後
、
そ
の
一
族
か
ら
後
妻
を
迎
え
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
十
世
紀
、
重
腿
親
王
は
藤
原
忠
平
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
が
、
そ
の
死

　
亡
後
、
師
輔
の
娘
と
再
婚
し
て
い
る
（
『
吏
部
王
土
』
）
。

⑪
『
叢
記
』
寛
弘
七
年
四
月
五
日
条
。

⑫
　
　
『
栄
華
物
語
』
巻
十
四
。

⑬
　
但
し
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

　
　
　
詣
石
山
、
率
女
房
等
、
朝
間
雨
、
巳
占
奪
、
衝
昏
詣
着
、
奉
供
御
明
萬
七
千

　
　
　
燈
、
自
及
小
児
四
ケ
料
也
、
井
讃
論
訥
麻
布
珊
端
、
又
令
中
玄
内
供
々
観
音

　
　
　
三
ケ
日
、
臨
膠
忍
五
師
與
疋
絹
、
御
〃
朋
文
申
上
也
、
家
母
果
宿
願
、
供
御
明
一

　
　
萬
燈
、
鏡
一
面
、
其
母
尼
又
一
萬
燈
（
寛
弘
元
年
八
月
二
十
五
日
条
）

　
　
後
妻
で
あ
る
「
女
房
」
（
飼
「
家
母
」
）
が
石
山
に
詣
で
、
行
成
と
「
小
児
」
、

　
即
ち
先
妻
の
子
の
た
め
に
燈
を
献
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
家
母
」
の
「
其
母
尼
」

　
も
燈
を
献
じ
て
い
る
が
、
こ
の
尼
は
、
「
二
方
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
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あ
る
（
こ
の
記
事
の
後
、
「
尼
」
は
『
権
記
』
に
見
え
な
い
の
で
不
明
と
す
る
ほ

　
か
な
い
）
。
た
だ
、
こ
の
記
事
も
、
後
妻
が
異
母
で
は
あ
る
が
同
父
の
嫌
の
子
の

　
た
め
に
燈
を
献
じ
た
と
解
釈
す
る
余
地
は
あ
り
、
本
稿
で
は
や
は
り
異
母
姉
妹
説

　
を
支
持
し
た
い
。

⑭
　
黒
板
、
註
第
一
章
⑬
論
文
。

⑮
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
一
月
二
十
エ
臼
条
。

⑯
行
成
娘
の
夫
隔
離
頼
の
日
認
『
左
経
記
』
に
、
た
び
た
び
行
成
に
会
い
に
菅
原

　
院
に
行
っ
て
い
る
記
事
が
あ
る
（
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
二
旨
条
な
ど
）

　
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
菅
原
院
と
行
成
の
闘
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
行
成
は
菅
原
院

　
で
婿
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
宅
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
『
栄
華
物

　
語
』
巻
十
四
に
は
、
婿
取
り
の
場
薗
に
、
長
家
を
接
待
す
る
先
妻
の
子
、
実
経
の

　
姿
も
見
え
る
。
尼
が
死
亡
し
た
寛
弘
七
年
・
以
降
、
行
成
は
実
経
を
手
元
に
引
き
取

　
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
成
の
息
子
た
ち
に
つ
い
て
は
、
黒
板
伸
夫
「
藤
原
行
成

　
の
子
息
た
ち
1
後
期
摂
関
時
代
の
政
治
と
人
脈
を
背
景
に
一
一
（
古
代
学
協
会
編

　
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
臨
、
晋
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

⑰
鴨
古
記
』
寛
弘
二
年
八
月
十
三
臼
条
。

⑱
吉
田
、
註
①
論
文
、
及
び
「
藤
原
実
資
と
小
野
宮
第
－
寝
殿
造
に
関
す
る
一
考

　
察
一
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
五
〇
、
一
九
七
九
年
）
。

⑲
『
小
右
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
二
月
二
十
九
臼
条
。

⑳
　
千
古
が
死
亡
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
実
資
が
千
古
に
処
分

　
す
る
予
定
で
あ
っ
た
（
『
小
右
記
』
寛
仁
…
二
年
（
一
〇
一
九
）
十
工
月
九
日
条
）
財

　
産
を
千
古
の
「
女
児
」
に
譲
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
（
『
春
記
』
長
暦
三
年
（
～

　
〇
三
九
）
十
二
月
二
十
　
日
条
）
以
上
、
こ
の
段
階
で
既
に
千
古
は
亡
い
も
の
と

　
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
江
戸
中
期
、
出
産
革
命
が
起
こ
る
ま
で
、
出
産
時
の
母
体
の
危
険
は
頗
る
凹
き

　
か
っ
た
（
落
合
恵
美
子
『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
、
勤
草
露
房
、
　
一
九
八

　
九
年
参
照
）
。
平
安
期
、
妻
の
死
亡
と
い
う
事
態
に
見
舞
わ
れ
る
男
性
の
数
は
決

　
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
妻
の
死
に
よ
っ
て
二
方
を
去
る

　
男
性
も
特
殊
例
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
『
春
記
㈱
に
見
え
る
「
法
」

　
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

＠
妻
方
居
住
を
経
た
新
所
居
住
も
、
所
有
権
を
持
た
な
い
な
ら
「
藍
住
」
の
概
念

　
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
妻
方
」
で
あ
れ
、
「
新
所
」
で
あ
れ
、
買

　
得
、
譲
渡
な
ど
に
よ
り
所
有
権
を
運
式
に
得
た
場
含
は
、
「
仮
住
い
」
と
は
見
な

　
さ
な
い
。
従
来
の
家
族
史
研
究
で
は
、
こ
の
区
別
が
暖
昧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
柳
田
歳
男
「
婿
入
考
」
（
『
三
宅
博
士
古
希
祝
賀
記
念
論
文
集
』
、
一
九
二
九
年
、

　
の
ち
、
岡
『
婚
姻
の
話
』
、
岩
波
露
店
、
一
九
四
八
年
に
再
録
）
。
倶
し
、
柳
田
と

　
高
群
は
「
婿
取
り
（
入
り
と
と
い
う
点
に
関
し
て
は
決
定
的
に
見
解
を
異
に
す

　
る
。
柳
田
は
、
婚
姻
当
初
、
婿
入
り
の
形
態
を
取
る
が
、
あ
る
へ
定
期
間
を
過
ぎ

　
て
か
ら
嫁
を
単
方
に
連
れ
戻
す
民
俗
業
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
婿

　
入
り
」
は
本
質
的
に
嫁
取
り
婚
と
変
わ
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

　
て
、
高
群
は
古
代
の
「
招
婿
婚
」
の
存
在
を
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
史
学
史

　
上
の
意
義
は
大
き
い
。

⑳
　
鷲
見
等
曜
『
前
近
代
臼
案
家
族
の
構
造
』
（
弘
文
堂
、
　
一
九
八
三
年
）
。
氏
は
、

　
平
安
期
を
無
腰
社
会
と
す
る
見
解
に
対
応
さ
せ
、
当
該
期
の
婚
姻
は
夫
方
居
住
婚

　
と
妻
方
農
住
婚
の
併
存
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
他
、
高
群
説
に
対
す
る

批
判
は
、
西
村
汎
子
（
「
『
今
昔
物
語
』
に
お
け
る
婚
姻
形
態
と
婚
姻
関
係
よ
尚
群

　
逸
枝
説
へ
の
疑
問
i
」
、
『
歴
史
評
論
』
三
三
五
、
一
九
七
八
年
、
な
ど
）
、
菓
原

　
弘
（
「
平
安
時
代
の
父
系
二
世
代
下
居
家
族
に
つ
い
て
1
高
群
・
鷲
見
両
説
を
中

　
心
と
し
て
一
」
、
『
比
較
家
族
史
研
究
駈
三
、
一
九
八
八
年
、
な
ど
）
ら
に
よ
っ
て

　
農
開
さ
れ
て
い
る
。

⑱
〉
関
口
、
註
第
二
章
①
論
文
。

⑳
　
都
出
比
呂
志
「
原
始
土
器
と
女
性
一
弥
生
時
代
の
性
別
分
業
と
婚
姻
居
住
規

　
定
」
（
『
日
本
女
性
史
』
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
八
二
年
）
、
『
臼
本
農
耕
社

　
会
の
成
立
過
程
』
（
岩
波
欝
店
、
　
一
九
八
九
年
・
）
。
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平安京における居住と家族（京楽）

第
三
章
　
邸
宅
の
所
有
権
と
居
住

　
本
稿
は
、
曙
住
形
態
の
便
宜
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
邸
宅
の
所
有
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
平
安
期
に
お
い
て
、
邸
宅
の
所
有
権
は
能
文
を
も
っ
て
厳
密
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
長
和
三
年
（
…
〇
一
四
）
、
五
条
の
辺
り
に
所
領
を
持
つ
大
納
言
藤
原
頼
通
は
、
そ
の
近
く
の
藤
原
能
通
の
所
領
を
得
た
い
と
考
え
た
。
藤
原

町
資
は
、
こ
う
し
た
頼
通
の
態
度
を
「
可
弾
指
之
世
也
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
能
通
は
二
日
後
、
「
領
処
羅
文
」
を
差
し
出
し
て
い
る
。
券

文
の
移
動
に
よ
っ
て
、
所
有
権
が
移
動
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
相
続
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
摂
関
家
の
東
三
条
殿
が
藤
氏
長
者
に
相
続
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
邸
宅
は
、
居
住
の

場
で
は
な
く
儀
式
の
場
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
儀
式
を
行
う
こ
と
に
一
つ
の
意
義
が
あ
り
、
儀
式
を
行
う
権
利
、
即

ち
、
邸
宅
の
確
固
た
る
所
有
権
が
氏
長
者
の
権
限
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
で
も
所
有
権
を
示
す
雄
文
が
移
動
し
た
。

藤
原
師
通
も
師
実
か
ら
東
三
条
殿
の
券
文
を
譲
ら
れ
て
い
る
。

　
『
後
二
条
師
通
記
』
康
私
元
年
（
一
〇
九
九
）
三
月
一
臼
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
師
実
）

　
　
有
頃
左
中
将
忠
教
為
殿
御
使
、
東
三
条
券
文
等
被
給
（
後
略
）

　
他
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
十
二
月
九
日
条

　
　
小
野
宮
井
荘
園
・
牧
・
観
及
男
女
・
財
物
・
惣
家
中
雑
物
繊
芥
不
意
充
給
女
子
千
古
了
、
注
文
書
預
給
油
、
道
俗
子
等
一
切
不
可
目
算
之
由
注
虚
分
文

　
昏
昏
の
邸
宅
小
野
宮
は
、
他
の
不
動
産
と
共
に
文
書
に
よ
っ
て
娘
千
古
に
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
の
子
供
達
が
一
切
口
出
し
し
な
い

よ
う
に
と
文
書
に
書
き
添
え
て
あ
る
。
小
野
宮
の
所
有
権
、
管
理
権
を
得
た
の
は
千
古
一
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
邸
宅
は
平
安
期
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
て
も
現
代
と
同
じ
く
不
動
産
と
し
て
所
有
権
が
相
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
邸
宅
は
、
重
要
な
財
産
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
現
代
人
の
よ
う
に
平
安
貴
族
は
必
ず
し
も
所
有
す
る
邸
宅
に
居
住
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
資
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
十
二
日
、
急
に
思
い
立
っ
て
、
小
野
宮
北
宅
の
券
文
を
養
子
資
平
に
渡
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
券
文
は
「
年
来
置
耳
許
」
と
い
う
状
況
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
。
し
か
し
、
誤
脱
は
こ
れ
以
前
か
ら
北
宅
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
資
平
は
、
所
有
権
を
持
た
な
い
邸
宅
に
居
住
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
で
、
藤
原
行
成
の
様
に
自
邸
を
所
有
し
な
が
ら
他
家
に
居
住
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
、

所
有
権
と
居
住
が
必
ず
し
も
厳
密
に
結
び
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
即
ち
、
所
有
と
居
住
が
分
離
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
行
成
の
場
合
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
行
成
が
父
祖
伝
来
の
宅
「
桃
園
第
」
を
所
有
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
他
、
行
成
が
所
有

し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
邸
宅
に
「
東
院
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
は
、
別
名
東
一
条
第
、
華
山
院
と
も
い
い
、
藤
原
忠
平
か
ら
師
輔
、
伊
勇
へ
と
伝
領
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
為
尊
親
王
の
妻
（
伊
姉
娘
）
が

　
　
　
。
⑦

住
ん
で
い
た
。
長
保
三
年
（
～
○
〇
一
）
閏
十
二
月
十
六
日
、
病
に
臥
し
た
東
三
条
院
詮
子
は
、
院
別
当
行
成
の
三
条
宅
に
移
る
こ
と
を
検
討
し

　
　
⑧

て
い
た
。
そ
の
た
め
行
成
自
身
は
他
家
に
移
動
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
日
は
渡
御
は
な
か
っ
た
。
翌
十
七
日
、
「
行
成
卿
東
院
第
」
に
渡
御

が
あ
っ
た
と
『
日
本
紀
略
』
は
記
す
。
同
じ
行
成
宅
で
も
三
条
宅
で
は
な
く
、
「
黒
垂
」
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
下
玉
利
百
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

子
属
は
、
こ
の
「
東
院
」
を
行
成
の
「
三
条
宅
」
の
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
『
栄
華
物
語
』
巻
七
に
「
東
院
」
の
居
住
老
、
為
尊
親
王
が
病

に
臥
し
た
詮
子
を
世
話
す
る
場
面
が
あ
り
、
両
者
の
親
密
な
関
係
が
知
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
「
三
条
宅
」
を
「
東
院
」
と
す
る
史
料
は
な
い

こ
と
か
ら
、
や
は
り
「
東
院
」
は
「
三
条
宅
」
で
は
な
く
、
為
尊
親
王
夫
妻
の
居
住
す
る
宅
で
あ
っ
た
と
考
え
届
。
詮
子
は
こ
の
「
東
院
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

同
年
十
一
月
二
日
に
も
触
穣
を
避
け
る
た
め
や
っ
て
き
て
お
り
、
以
前
か
ら
利
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
詮
子
は
二
十
二
日
「
落
子

　
　
　
　
　
　
⑪

行
成
卿
第
」
じ
た
。
こ
の
「
東
院
」
が
「
行
成
結
腸
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
行
成
の
飯
有
す
る
邸
宅
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い

ゆ
所
有
は
し
て
い
た
が
・
居
住
は
し
な
か
・
た
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
・
基
本
的
に
父
方
叔
母
の
居
所
で
あ
・
た
た
め
で
あ
ワ
つ
㍉
蔑
は
・

一
つ
の
財
産
と
し
て
こ
の
邸
宅
を
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
行
成
が
幼
少
の
頃
を
過
ご
し
た
桃
園
宅
は
、
源
保
光
の
死
後
、
世
尊
寺
に
な
っ
た
。
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
保
光
は
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
五
月
九
日
に
死
亡
し
た
。
保
光
の
妻
（
行
成
の
億
方
祖
母
）
は
、
同
年
正
月
二
十
九
日
に
既
に
死
亡
し
て
い
た

た
め
、
桃
園
第
は
そ
の
主
を
失
い
、
無
人
と
な
っ
た
。
桃
園
を
寺
に
す
る
構
想
は
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
二
十
二
臼
条
か
ら
『
権
記
』
に

見
え
始
め
る
。
こ
の
日
、
行
成
は
仏
師
康
尚
の
宅
を
訪
れ
、
桃
園
寺
に
安
置
す
る
大
日
如
来
像
な
ど
の
製
作
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
『
縄
墨
』

長
保
三
年
（
一
〇
〇
じ
正
月
十
八
日
条
に
、
世
尊
寺
に
観
音
像
を
安
置
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
祖
父
源
保
光
の
持
仏
で
あ
っ
た
。
桃

園
宅
に
は
保
光
の
持
仏
が
置
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
既
に
、
保
光
の
生
前
か
ら
桃
園
宅
は
寺
へ
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
し
て
、
長
保
三
年
二
月
二
十
九
日
、
行
成
は
桃
園
宅
の
寝
殿
を
堂
と
な
し
、
完
成
し
た
大
臼
如
来
な
ど
の
仏
像
を
安
置
し
て
い
る
。
自
宅
を

寺
に
す
る
こ
と
は
、
藤
原
兼
家
の
二
条
京
極
第
を
寺
に
し
た
法
興
院
な
ど
他
に
も
例
が
あ
り
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
五
十
六
歳
で
在
職
の
ま
ま
死
亡
し
た
行
成
が
も
う
少
し
長
生
き
を
し
、
出
家
す
る
よ
う
な
事
に
な
れ
ば
、
彼
は
世
尊
寺
に
居
住
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
藤
原
道
長
も
良
宅
を
寺
に
改
造
し
た
法
成
寺
で
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
行
成
が
「
桃
園
宅
」
を
寺
に
し
た
の
は

父
祖
の
菩
提
の
た
め
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
勲
爵
の
出
家
後
の
修
行
場
所
と
し
て
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な

ら
ば
、
三
条
宅
、
中
御
門
宅
な
ど
で
仮
住
い
を
続
け
な
が
ら
も
「
桃
園
宅
」
を
所
有
し
続
け
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
行
成

は
「
仮
住
い
」
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
利
益
を
期
待
し
、
自
邸
の
所
有
権
を
保
持
し
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
行
成
は
桃
園
宅
、
東
院
を
所
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
婚
後
、
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
三
条
宅
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

中
御
門
宅
、
菅
原
院
と
本
宅
を
移
し
つ
つ
、
一
生
「
仮
住
い
」
・
「
寄
住
扁
で
終
わ
る
。
不
動
産
と
し
て
の
邸
宅
と
生
活
の
場
と
し
て
の
邸
宅
が

一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
所
有
と
居
住
の
分
離
。
こ
れ
は
「
す
む
」
と
い
う
心
葉
の
用
法
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
「
す
む
」
に
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
「
居
所
と
す
る
」

と
い
う
意
に
加
え
て
、
「
男
が
女
の
所
へ
通
う
」
意
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
大
和
物
語
』
第
二
十
三
段
（
尊
経
閣
旧
脇
塞
を
底
本
と
す
る
岩
波
書
店
『
日
本
畜
典
文
学
大
系
』
を
使
用
）

　
　
陽
成
院
の
二
の
み
こ
、
後
蔭
の
中
将
の
む
す
め
に
と
し
ご
ろ
す
み
た
ま
ひ
け
る
を
、
女
五
の
み
こ
得
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
、
さ
ら
に
と
ひ
た
ま
は
ざ
り
け

67　（213）



　
　
れ
ば
、
（
後
略
）

　
「
二
成
院
の
二
の
み
こ
」
が
「
後
記
の
中
将
の
む
す
め
」
の
と
こ
ろ
に
「
す
む
扁
状
態
に
あ
っ
た
の
が
、
新
し
く
「
女
五
の
み
こ
」
と
も
関

係
が
で
き
、
通
っ
て
こ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
む
」
は
男
が
女
の
も
と
へ
「
か
よ
う
」
状
況
を
さ
す
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
他
、
文
字
ど
お
り
、
「
か
よ
ひ
す
む
」
こ
と
も
あ
れ
ば
、
世
間
に
認
め
ら
れ
な
く
て
「
し
の
び
す
む
」
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
語
を
厳
密
に
分
析
し
た
山
本
利
達
氏
は
「
男
が
夜
に
女
の
家
に
や
っ
て
来
て
、
翌
朝
帰
る
と
い
う
往
来
の
行
為
を
示
す
『
か
よ
ふ
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
視
点
を
別
に
し
て
、
男
が
女
の
所
で
寝
食
を
共
に
す
る
行
為
に
視
点
を
お
い
た
表
現
が
『
す
む
』
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
す
む
」
の
多
様
な
用
法
か
ら
考
え
て
、
平
安
期
に
は
、
自
分
の
所
有
す
る
邸
宅
に
「
住
む
」
必
然
性
が
希
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
章
で
示
し
た
一
時
的
居
住
、
「
寄
騎
」
が
横
行
し
、
「
仮
住
い
」
が
盛
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
「
仮
住
い
」
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
藤
原
岩
漿
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
平
安
貴
族
に
は
、
「
仮
住
い
漏
か
ら
「
本
住

い
」
へ
と
い
う
居
住
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
「
仮
住
い
」
に
は
門
寄
住
」
、
「
寄
宿
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
「
妻
方
居
住
」
、
「
身
方
居
住
」
、

「
新
所
居
住
」
と
い
っ
た
家
族
居
住
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
新
所
居
住
」
先
に
は
「
妻
方
」
・
「
夫
方
」
が
用
意
し
た
住
宅
も
あ
っ
た
が
、

そ
の
他
の
人
間
関
係
を
も
と
に
他
人
の
家
に
「
興
野
」
す
る
形
態
も
あ
っ
た
。
「
本
住
い
」
に
移
る
契
機
に
は
、
邸
宅
の
「
買
得
」
も
あ
っ
た

し
、
父
方
、
妻
方
双
方
か
ら
の
「
相
読
」
の
場
合
も
あ
っ
た
。
行
成
の
よ
う
に
一
生
を
仮
住
い
で
終
わ
る
貴
族
も
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
仮
住
い
」
と
し
て
の
妻
方
居
住
の
意
義
に
次
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
奈

良
時
代
以
前
、
母
系
を
も
重
視
す
る
親
族
構
造
の
も
と
で
は
、
欝
欝
居
住
は
本
来
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
即
ち
、
子
は
、
母
方
か
ら
財
産
、

政
治
的
地
位
な
ど
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
母
方
親
族
の
権
利
を
受
け
継
ぐ
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
単
方
に
家
族
は
居
住
し
、
夫
も
妻
方
に

　
　
　
　
　
　
　
⑳

帰
属
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
奈
良
時
代
に
入
り
、
唐
か
ら
父
系
制
を
も
と
に
し
て
構
成
さ
れ
た
律
令
が
導
入
さ
れ
る
と
、
貴
族
社
会
は
父
系
重
視
へ
と
変
わ
っ

て
い
く
。
こ
の
時
、
妻
方
居
住
と
い
う
居
住
形
態
と
、
父
系
重
視
の
社
会
と
の
間
に
ず
れ
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
安
中
期
、
糠
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⑳

れ
や
方
角
禁
忌
の
肥
大
化
な
ど
を
背
景
に
「
仮
住
い
し
が
一
般
化
す
る
。
親
族
構
造
自
体
も
父
系
制
へ
変
化
を
見
せ
始
め
、
器
量
居
住
は
「
仮

住
い
」
の
一
形
態
と
な
り
、
本
来
的
意
義
を
持
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
妻
を
失
っ
た
夫
は
妻
壁
と
の
縁
が
切
れ
、
妻
方
を
去
る
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
父
系
制
が
確
立
し
、
邸
宅
の
所
有
権
・
占
有
権
が
父
子
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
夫
方
居
住

が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
妻
方
居
住
か
ら
夫
方
居
住
へ
の
移
行
は
、
平
安
中
期
の
「
仮
住
い
」
を
経
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ス
ム
ー
ス
に
な
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
に
入
っ
て
、
方
角
禁
忌
の
鎮
静
化
に
と
も
な
っ
て
、
「
仮
住
い
」
の
概
念
は
消
滅
す
る
。
そ
し
て
、
は
じ
め
に
み

た
よ
う
に
、
室
町
期
に
は
、
貴
族
は
都
市
内
を
移
動
す
る
こ
と
な
く
、
家
族
居
住
も
安
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
が
分
析
し
て
き
た
平
安
中
期
は
、
「
仮
住
い
」
が
最
も
盛
ん
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
寄
住
」
、
「
仮
住
い
」
と
し
て
の
「
十
方

居
住
」
も
こ
の
時
期
を
特
微
付
け
る
歴
史
的
産
物
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

①
　
『
小
右
記
』
長
和
三
年
十
二
月
六
臼
条
。

②
　
　
太
田
舗
W
六
「
平
安
成
皿
m
期
に
お
け
る
東
一
二
条
殿
」
、
「
平
安
｛
木
賃
に
お
け
る
欝
公
離
条

　
殿
の
研
究
」
（
註
は
じ
め
に
⑥
著
書
）
な
ど
。

③
　
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
主
人
公
の
姫
潜
が
、
亡
き
母
か
ら
相
続
し
た
邸
宅
を
継

　
母
の
陰
謀
か
ら
死
守
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
姫
君
は
、
父
と
共
に
継
母
の
家
に
同

　
居
し
て
お
り
、
相
続
し
た
邸
宅
に
は
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
。
居
住
し
て
い
な
い

　
邸
宅
で
も
、
所
有
権
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

④
　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
六
月
二
十
二
日
条
。

⑤
　
　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
正
月
七
日
条
。

⑥
太
田
静
六
「
華
山
院
に
つ
い
て
」
（
註
は
じ
め
に
⑥
著
霞
）
。

⑦
『
権
記
』
長
保
四
年
正
月
七
日
条
。

⑧
　
　
閥
権
記
』
同
臼
条
。

⑨
下
玉
利
百
合
子
「
女
院
詮
子
崩
御
の
第
宅
に
つ
い
て
i
「
夜
半
時
院
還
御
三
条
」

　
存
疑
一
し
（
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
昭
和
六
十
一
年
度
）

⑩
『
権
記
』
同
臼
条
。

⑪
　
　
『
日
本
紀
略
瞼
同
日
条
。

⑫
情
事
な
ど
の
行
成
に
関
係
す
る
こ
の
他
の
邸
宅
に
つ
い
て
は
、
黒
板
、
訣
第
一

　
章
⑬
論
文
に
詳
し
い
。

⑬
　
　
『
公
卿
補
任
』
。
『
日
本
紀
略
隠
な
ど
、
八
事
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
行
成
が
九

　
日
を
忌
日
と
し
て
い
る
　
（
『
権
記
』
長
保
二
年
五
月
九
軌
条
）
こ
と
か
ら
九
日
が

　
正
し
い
だ
ろ
う
。

⑭
『
権
記
』
寛
弘
八
年
七
月
十
一
臼
条
。

⑮
『
権
記
』
同
臼
条
。
こ
れ
は
、
正
式
に
月
半
寺
供
養
を
し
た
記
寮
で
あ
る
。
こ

　
れ
以
前
に
も
、
「
世
尊
寺
」
と
い
う
呼
称
は
見
え
（
『
権
記
』
長
保
平
年
四
月
二
十

　
六
霞
条
な
ど
）
、
寺
と
な
っ
た
の
は
も
っ
と
早
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑯
但
し
、
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
菅
原
院
は
行
成
が
買
得
し
た
邸
宅
で

　
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑰
『
海
景
物
語
』
匂
宮
。

⑱
『
大
和
物
語
山
一
四
三
段
。

⑲
山
本
利
達
「
『
す
む
』
考
」
（
『
滋
賀
大
国
文
既
二
六
、
一
九
八
八
年
）
。
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⑳
本
稿
は
、
奈
良
期
以
前
の
親
族
構
造
を
煎
餅
制
と
捉
え
る
立
場
を
取
る
（
義
江

　
翼
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
な
ど
）
。
双
脚
的

　
親
族
の
も
と
で
は
、
父
系
ま
た
は
母
系
の
ど
ち
ら
か
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
時
、

　
「
本
来
的
意
味
」
の
｛
婁
方
居
住
は
母
系
重
視
の
も
と
で
の
み
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
奈
良
時
代
以
前
に
お
い
て
も
、
父
系
電
視
で
の
妻
方
居
住
は
塞

稿
で
検
討
し
た
「
仮
住
い
」
の
意
味
を
持
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

⑳
　
拙
稿
、
註
は
じ
め
に
⑨
論
文
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
平
安
中
期
の
貴
族
は
、
慣
れ
、
方
角
禁
忌
な
ど
の
た
め
所
有
権
の
な
い
邸
宅
に
「
寄
贈
」
し
た
。
家
族
の
居
住
形
態
で
あ
る
馬
方
居
住
も
、

こ
の
時
期
の
「
仮
住
い
」
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
所
有
と
居
住
を
一
致
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
貴
族
達
は
好
ま
し
い

居
住
先
を
求
め
て
、
都
市
内
を
移
動
し
て
い
っ
た
。
又
聞
に
、
所
有
し
て
い
る
が
居
住
し
て
い
な
い
邸
宅
を
他
の
貴
族
の
寄
住
先
と
し
て
提
供

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
、
貴
族
が
お
互
い
に
居
住
の
場
を
融
通
し
あ
う
様
は
、
平
安
京
と
い
う
狭
い
都
市
空
問
に
居
住
す
る
「
貴
族
」
層
の
「
文
化
」
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。
平
安
京
と
い
う
都
市
は
、
貴
族
が
集
住
す
る
地
で
あ
る
。
し
か
も
、
貴
族
達
は
、
湿
気
の
多
い
右
京
を
避
け
、
左
京
の
し

か
も
住
み
よ
い
三
条
以
北
に
集
ま
っ
て
き
た
。
「
寄
住
」
、
「
仮
住
い
」
は
、
同
じ
階
層
の
者
が
集
住
す
る
平
安
京
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
た
居

　
　
　
　
　
①

住
な
の
で
あ
る
。
平
安
貴
族
の
「
鎌
足
」
、
そ
し
て
、
妻
方
居
住
を
も
含
ん
だ
「
仮
住
い
扁
は
き
わ
め
て
都
市
的
な
居
住
形
態
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

　
本
稿
は
貴
族
層
に
分
析
の
対
象
を
絞
っ
た
た
め
、
平
安
京
都
市
住
民
の
居
住
全
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
が
示
し

た
「
面
住
」
・
「
寄
宿
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
従
来
検
討
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
都
市
下
層
民
の
居
住
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
「

な
か
ろ
う
か
。
経
済
的
弱
者
で
あ
っ
た
都
市
下
層
民
の
居
住
は
も
っ
と
流
動
的
、
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
逆
に
有
力
者
に
寄
生
す
る
が

ゆ
え
に
安
定
的
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。



　
一
方
、
平
安
中
期
、
こ
う
し
て
都
市
内
を
移
動
す
る
貴
族
達
と
は
別
に
、
基
本
的
に
一
つ
所
を
動
か
な
い
人
物
が
い
た
。

で
あ
る
。
天
皇
の
居
住
を
都
市
論
と
ど
う
関
係
付
け
る
か
。
こ
れ
も
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

①
　
も
ち
ろ
ん
、
近
世
の
公
家
町
の
よ
う
に
貴
族
の
み
で
一
つ
の
居
住
区
を
形
成
し

　
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
其
門
客
之
居
近
地
者
数
十
丁
田
（
『
池
蔓
記
帳
）
と
い
う
よ
う

　
に
、
貴
族
の
邸
宅
の
近
く
に
は
、
庶
民
の
家
も
あ
り
、
費
鍍
混
住
の
状
態
で
は
あ

　
つ
た
。

　
（
付
記
）
本
稿
作
成
に
あ
た
り
多
大
な
御
教
示
を
い
た
だ
た
い
平
安
京
文
化
研
究

　
会
、
女
性
文
化
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
会
の
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

内
裏
に
住
む
天
皇

本
稿
は
一
九
九
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
溺
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
「
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
碍
修
員
　
目
寡
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
郡

平安京における居住と家族（京楽）
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Residence　and　family　in　Heianky6：KijO寄住，

　　　　　　　Uxorilocal　Residence，　and　City

by

KyoRAKu　Mahoko

　　In　this　essay，　the　author　makes　use　of　historicai　records　such　as　diaries

and　fictional　tales　to　ana！yze　the　residence　customs　of　the　nobility　of

the　middle　Heian　period　（10th－llth　cent．），　aiming　to　link・　urban　theory

with　the　liistory　of　the　family．　The　residence　of　the　nobles　in　the　capital

city　of　Heianky6　was　characterized　by　“kijit”，　or　temporary　residence；

more　precjsely，　kiju”’　means　dwelljng　temporarily　ln　a　inansion　which　one

does　not　own　and　for　which　one　pays　no　rent．　ln　an　attempt　to　avoid

directional　and　other　taboos，　Heian　nobles　moved　around　tke　city　from

one　place　to　another．　Sometimes　they　lived　in　each　other’s　mansions　for

long　periods　of　time．　The　practice　of　1〈ijU　is　a　sign　of　the　instability　of

their　residence．　Mobility　and　convenience　were　the　prime　characteristics

of　noble　residence　in　the　city　of　HeiankyO．

　　We　can　also　understand　uxorilocal　residence　as　a　variation　on　kijix．

The　fact　that　a　man　who　lost　his　wife　in　childbiyth　generally　moved　out

of　her　mansion　iMplies　that　the　wife’s　mansion　was　no　more　than　a

temporary　place　for　him　to　dwell．　ln　a　nutshell，　uxorilocal　residence　was

nothing　but　one　type　of　temporary　residence．　Thus　arguments　made　in

family　history　for　uxorilocal　residence　being　the　rule　during　the　Heian

period　need　to　be　reexamined．　During　the　Heian　period，　the　custom　of

temporary　habitatioR　in　the　mansions　of　others　gradually，shifted　to

continuous　residence　in　a　mansion　of　one’s　own．　Untill　then　though　one

did　not　necessarily　live　in　a　rnansion　that　one　owned　oneself．　The　mutual

sharing　of　residences　within　the　nobility　of　the　narrow　city　of　Heiankyd

was　one　aspect　of　its　culture．
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